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 大学の概要  

(1) 現況 

①大学名 

公立大学法人和歌山県立医科大学 

②所在地 

大学・医学部       和歌山市紀三井寺８１１－１ 

保健看護学部    和歌山市三葛５８０ 

大学院・医学研究科    和歌山市紀三井寺８１１－１ 

保健看護学研究科 和歌山市三葛５８０ 

附属病院         和歌山市紀三井寺８１１－１ 

附属病院紀北分院     伊都郡かつらぎ町妙寺２１９ 

③役員の状況 

理 事 長    岡 村 吉 隆（学 長） 

副理事長    塩 﨑   望 

理  事    山 上 裕 機 

理  事     田 宗 人 

理  事    大 西 範 昭 

監事（非常勤） 岡 本   浩（弁護士） 

監事（非常勤） 稲 田 稔 彦（公認会計士） 

④学部等の構成及び学生数（平成２７年５月１日現在）（名） 

 医学部               ６２５ 

 保健看護学部            ３３２ 

 医学研究科    修士課程      ２８（うち留学生１） 

          博士課程     １１４（うち留学生２） 

 保健看護学研究科 博士前期課程    ２３ 

          博士後期課程     ９ 

 助産学専攻科              ８   

               計 １，１３９ 

⑤教職員数（平成２７年５月１日現在）（名） 

  教 員           ３５６ 

  事務職員          １３５ 

  技術職員            ３ 

  現業職員            ７ 

  医療技術部門職員      ２２３ 

  看護部門職員        ８４１  

            計 １，５６５ 

  

(2) 大学の基本的な目標等（中期目標前文） 

和歌山県立医科大学は、医学及び保健看護学に関する学術の中心とし

て、基礎的、総合的な知識と高度で専門的な学術を教授研究し、豊かな

人間性と高邁な倫理観に富む資質の高い人材の育成を図り、地域医療の

充実などの県民の期待に応えることによって、地域の発展に貢献し、人

類の健康福祉の向上に寄与する。 

この目的を果たすため、当該中期目標期間の基本的な目標を以下のと

おり設定する。 

（１）高等教育及び学術研究の水準の向上に資する。 

（２）高度で専門的かつ総合的な能力のある人材の育成を行う。 

（３）高度で先進的な医療を提供する。 

（４）地域の保健医療の発展に寄与する活動を行う。 

（５）地域社会との連携及び産官学の連携を行う。 

新しい中期目標のもと、公立大学法人として求められている「開かれ

た大学」及び「地域社会への貢献」という使命を果たすべく、質の高い

大学教育と地域医療を実現するため、理事長のリーダーシップのもと教

職員が一丸となり、目標達成に向け取り組むことを望む。 
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 １ 全体的な状況  

 和歌山県立医科大学（以下、「本学」という。）は、医学及び保健看護学

に関する学術の中心として、基礎的、総合的な知識と高度で専門的な医療

を教授研究し、豊かな人間性と高邁な倫理観に富む資質の高い人材の育成

を図り、地域医療の充実などの県民の期待に応えることによって、地域の

発展に貢献し、人類の健康福祉の向上に寄与している。 

 第二期中期目標期間（平成 24 年度から平成 29年度）のうち４年が経過

し、第二期中期目標の達成に向け、公立大学法人として求められる「地域

に開かれた大学」及び「地域への貢献」を果たすべく、これまで様々な取

組を実施してきた。 

 

 まず教育においては、高校訪問の実施やオープンキャンパスの人数制限

を緩和するなど、本学の教育方針や教育環境、取組等を広く広報活動を行

った結果、多様な人材の獲得に努めることができた。 

国家試験の合格率については、医学部において、進級試験等の見直しや

試験内容の解析結果を教員にフィードバックするなど、成績評価について

適正な判定を行う制度・体制を整備したことによって 27 年度の新卒者の

医師国家試験合格率は 100％となり、全体の合格率についても 99.1％とな

った。また、保健看護学部においては、教員を中心とした学習支援を行っ

た結果、新卒者の看護師国家試験は 25年度を除いて 100％、保健師国家試

験の合格率は 24 年度から 100％となっている。 

  

次に研究においては、ロボットによる直腸がん手術の導入、がんペプチ

ドワクチン療法の医師主導臨床試験の開始及び理化学研究所等との共同

研究による、がんワクチンの改良に可能性のある研究成果を発表するな

ど、がんに関する研究成果を発表した。また、本学の教授が主任研究者と

して実施した小児ネフローゼ症候群治療に関する研究の成果を発表した

ことにより、国内外のガイドラインが見直されるなど、国際的にも影響の

ある研究を行った。さらに 26年度に臨床研究センターを開設し、臨床研

究支援にかかる体制整備を進めた。 

附属病院においては、26年 3 月に「東棟」が竣工し、手術室、内視鏡検

査・治療室を増設したことにより、高度で先進的ながん治療等を行う体制

が強化された。また、25年度には、小児医療センターを設置、27 年度か

らは、新生児搬送ドクターカーの 365 日・24時間体制での運行を開始する

など、周産期・小児医療の体制充実を図った。加えて、オーバーナイトベ

ッドの活用及び地域の医療機関との連携強化など、県内救急医療において

十分な機能を果たした。また、27 年度には、２つの新設診療科（リウマチ・

膠原病科、形成外科）を開設するなど、より専門的で高水準の医療を患者

に提供できる体制を整えた。さらに、患者のスムーズな受け入れと、退院

に向けた支援、療養生活に関する相談支援を効果的に進めるため、地域連

携室と病床管理センターを統合した「患者支援センター」を 28年度から

開設する準備を進めた。 

 紀北分院においては、27 年度に総合診療医の主な活躍の場である「地域

包括ケアシステム」について修練、研究する場として「地域包括ケア病床」

を開設した。 

  

国際交流については、海外の大学との学術交流及び学生交流を計画的に

実施するとともに、様々な大学や施設と交流協定を締結し、27 年度時点で

の協定先は、12 大学、2省、1施設となっている。 

  

経営面においては、経営に関する各種会議を随時開催するなど情報共

有、検討及び議論を行うとともに、定期的に理事会で報告することで、課

題に対して適切な対応を取ることができ、医事収入の増加につながった。 

  

自己点検・評価については、24 年度に病院機能評価を受審し、Ver6.0

の認定を得た。27年度には大学基準協会による大学認証評価の実地調査を

受審し、認定を受けた。また、医学部の国際基準に基づく分野別認証評価

の実地調査を受審し、適合していると評価されるなど、第三者機関の評価

を通じて、継続的に各業務の改善に努めた。 
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２ 項目別の状況  

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－１９）（Ⅳ－９）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

(1) 教育の内容及び成果に関する目標を達成するための措置 

中期目標 中期計画 

中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

学部教育 

入学者受入方針（ア

ドミッションポリシ

ー）、卒業生の到達目

標（ディプロマポリシ

ー）及びその目標達成

のための教育課程の

編成・実施方針（カリ

キュラムポリシー）を

確立し、教育の質の保

証及び向上を図り、和

歌山県の地域医療に

関する課題に取り組

む医療人、また、国際

的にも活躍できる医

療人を育成する。 

ア アドミッション

ポリシーに合致し、医

療人としての資質を

有する者を選抜する

ため、入学者選抜試験

の評価解析を行い、入

学選抜方法を検討す

る。 

入学時の成績とその後の成績について追跡調査を行った。推薦入試入学者

の入学時の成績については 1 年生最終時点の成績と相関するとともにその後

の成績とも強い相関関係が認められたが、一般入試入学者の入学時の成績に

ついては 1 年生最終時点での成績とは相関せず、1 年生最終時点の成績はそ

の後の成績とは強い相関関係を認めた。 

また、県民医療枠の入学者について卒後の進路についての理解が十分でな

いことから、入学志願票を変更するとともに、面接時に卒業後のキャリア形

成を理解し、県内医療に対する意欲が判定できるよう評価方法を改善した。 

小論文については得点差が余りなく合否判定における寄与度が低いことか

ら、平成 28 年度一般入試から配点を変更し、平成 30 年度入試から廃止する

こととした。 

高大接続改革実行プランについては情報収集と行うこととした。 

〈医学部〉 

 

入学選抜方法を検討するため、入学者選抜試験の形態別に各年度の成績を

追跡調査し、学部過程における成績に係る要因を解析した。 

また、制度の変化に対応できるよう検討を進めるため、入試制度に関する

全国的な動向を把握し、入試担当者間で情報を共有した。 

  〈保健看護学部〉 

 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 

･･･P１～２ 
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イ 本学の教育・医療

についての正しい理

解を促すとともに、入

学選抜、進路指導に係

る相互理解を深める

ため広く広報活動を

行う。また、高大連携

を進め、多様な人材の

獲得に努める。 

オープンキャンパスについては、申し込みが定員限度まで達し、多くの高

校生等が参加した。また、アンケート結果からも大学の状況が分かると評価

が高かった。 

●オープンキャンパス参加者数               

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

医学部 173 288 310 268 265 

 

●大学説明会参加者数等（進路指導部長を対象） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

人数 28 28 25 22 26 

校数 14 22 20 19 19 

(うち県内校) 13 15 16 14 15 

 

〈医学部〉 

 

高大連携を進め、多様な人材を獲得するため、教育方針や教育環境、取り

組み等を周知するため、オープンキャンパスの開催、高校訪問を実施した。

高校訪問に関しては、前期最終年度（23 年度）と比べて、訪問数、参加生徒

数とも倍増。その他、毎年、進路指導者向け大学説明会、県高等学校校長会

代表者との懇談会を開催した。 

 

オープンキャンパス参加者数          

 23 年度 24 年度 25年度 26 年度 27 年度 

第1回 162 170 155 154  163 

第2回 118 147 157 171  135 

計 280 317 312 325  298 

高校訪問数            （単位：校、名） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

県内校 

参加者 

7 10  12 11 15 

121 148 199 187 364 

県外校 

参加者 

0 2   2 2 1 

0 8   31 10 13 

計 
7 12  14 13 16 

121 156 230  197 377 

〈保健看護学部〉 

 医学部におけるオ

ープンキャンパスの

参加者数における制

限を緩和するなど、

多くの高校生等が参

加できるよう改善し

た。 

Ⅳ 

 

 

評価Ⅳ･･･２ 

評価Ⅲ･･･２ 

 

該当ページ 

･･･P２ 
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ウ カリキュラムポ

リシーに則り、社会人

として必要な教養と

ともに医療人として

必要な倫理観、共感的

態度やコミュニケー

ション能力、ケアマイ

ンドを育成できる参

加型教育を行う。 

 

1 年次に医学部と保健看護学部の合同講義として患者及び家族の会から直

接話を聞くケアマインド教育を行うとともに、各学年において高齢者、乳幼

児、障がい者施設体験実習を実施し、社会人として必要な教養とともに医療

人として必要な倫理観、共感的態度やコミュニケーション能力、ケアマイン

ドを育成できる参加型教育を行なった。 

 

ケアマインド教育のテーマとコマ数 

対象：医学部１年生、保健看護学部 1年生 

テーマ 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

筋萎縮性側索硬化症(ALS) ２ ２ － － － 

チーム医療 １ １ １ １ １ 

ＴＢＬ ２ － － － － 

コミュニケーションスキル １ － － － － 

脊椎損傷・胸椎損傷 － １ １ １ １ 

脳性麻痺 １ １ １ １ １ 

がん １ １ １ １ １ 

視覚障害 － １ １ １ １ 

アンジェルマン １ １ １ － － 

ダウン症 １ １ １ １ １ 

患者の会（薬害） － １ － － － 

行政・司法 ２ ２ ３ ２ ２ 

和歌山の民話 － － ２ － － 

和歌山の地域性から見た医療 － － － ２ ２ 

グループワーク・発表 ８ ９ ９ ９ ８ 

合計 20 21 21 19 18 

 

 

実習施設数及び実習者数（医学部） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

1 年次 

早期体験実習 

（1週間） 

 

 

11 施設 

100 名 

 

11 施設 

100 名 

 

 

11 施設 

100 名 

 

 

11 施設 

100 名 

 

 

11 施設 

100 名 
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1 年次 

老人福祉施設 

（5日間） 

 

 

26 施設 

100 名 

 

26 施設 

100 名 

 

 

26 施設 

100 名 

 

 

25 施設 

100 名 

 

 

25 施設 

100 名 

 

2 年次 

保育園実習 

（2－3日間） 

 

 

5 施設 

99 名 

 

5 施設 

94 名 

 

5 施設 

100 名 

 

5 施設 

102 名 

 

5 施設 

99 名 

2 年次 

障害者福祉施

設 

（2－3日間） 

 

 

5 施設 

99 名 

 

5 施設 

94 名 

 

6 施設 

100 名 

 

6 施設 

102 名 

 

6 施設 

99 名 

〈医学部〉 

 

地域医療を支える専門職としてのあり方を修得するため、１年次には、地

域で生活している人々との関わりを通して、くらしと環境について理解し、

健康との関連について学ぶことを目的とした早期体験実習（かつらぎ町花園

地区での宿泊実習）を実施した。 

２年次には、地域で暮らす各発達段階の人々の生活にふれる統合実習Ⅰを

保育所、小学校、企業等の施設・機関において実施した。 

３年次には、地域医療を支える県内の病院において、地域医療の現状や課

題を理解する地域連携実習を実施した。 

４年次には、保健看護管理過程に体験的に参加し、保健看護管理過程の実

際を病院、企業等の施設・機関において学ぶ統合実習Ⅱを実施した。 

 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

１年次 

早期体験実習 

（5日間） 

地区全域 

84 名 

地区全域 

85 名 

地区全域 

81 名 

地区全域 

80 名 

地区全

域 

82 名 

２年次 

統合実習Ⅰ 

（5日間） 

21 施設 

84 名 

19 施設 

83 名 

19 施設 

86 名 

19 施設 

85 名 

23 施設 

79 名 

３年次 

地域連携実習 

（4日間） 

10 施設 

84 名 

9 施設 

81 名 

9 施設 

80 名 

8 施設 

84 名 

8 施設 

85 名 
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４年次 

統合実習Ⅱ 

（5日間） 

15 施設 

90 名 

15 施設 

85 名 

16 施設 

83 名 

15 施設 

82 名 

17 施設 

85 名 

 〈保健看護学部〉 

エ 医学又は保健看

護学を中心とした総

合的・専門的知識、医

療技術を身につける

だけでなく、それらを

総合的に活用し、問題

解決能力を有する人

材を育成する。 

また、医学部では、国 

際基準を満たす教育 

を実践する。 

各学年において、問題解決能力を育成するPBL（セミナー）を実施した。 

また、臨床実習は52週行い、そのうちの8週を選択実習として実施し、学内

及び海外で臨床実習が可能となった。これにより、より総合的な臨床能力の

育成に役立った。 

また、国際基準に準拠するため、平成27年度より1時限70分、1日5時限のカ

リキュラムとした。さらに国際化に対応するため、英語教育の充実を図る目

的で、1年生全員にTOEFLを受験させることとした。 

●PBL（セミナー）テーマ数と期間（医学部） 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

1年次  
教養ｾﾐﾅｰ 

12ﾃｰﾏ 
後期 

13ﾃｰﾏ 
後期 

14ﾃｰﾏ 
後期 

13ﾃｰﾏ 
後期 

14ﾃｰﾏ 
後期 

2年次 
教養特別ｾﾐﾅｰ 

10ﾃｰﾏ 
前期 

10ﾃｰﾏ 
前期 

11ﾃｰﾏ 
前期 

10ﾃｰﾏ 
前期 

 

2年次 
基礎PBL 

12ﾃｰﾏ 
後期 

12ﾃｰﾏ 
後期 

12ﾃｰﾏ 
後期 

12ﾃｰﾏ 
後期 

12ﾃｰﾏ 
後期 

3年次 
基礎PBL 

8ﾃｰﾏ 
前期 

10ﾃｰﾏ 
前金 

10ﾃｰﾏ 
前期 

10ﾃｰﾏ 
前期 

11ﾃｰﾏ 
前期 

4年次 
臨床PBL 

 
14科目 13科目 12科目 12科目 12科目 

※4年次については科目数        

●学外臨床実習（医学部） 

年度 期間 学外実習実績 

23 50週 
7病院 

15診療科 
20名 

紀北分院 

和歌山労災病院 
済生会和歌山病院 
海南市民病院 

国立病院機構和歌山病院 
社会保険紀南病院 
南和歌山医療ｾﾝﾀｰ 

 医学部において、

問題解決能力や総合

的な臨床能力の育成

を図るため、PBL を実

践するとともに、臨

床実習の充実に努め

た。さらには、国際

基準に対応するため

の英語教育の充実を

図るため、TOEFL の導

入等を行った。 
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24 
 
 

 

52週 
 

 

6病院 
7診療科 

8名 
 

紀北分院 
済生会和歌山病院 
海南市民病院 

有田市立病院 
社会保険紀南病院 
南和歌山医療センター 

 
25 

 
 

 

 
 

52週 

 
 
 

 

13病院 
31診療科 

67名 
 

紀北分院 
橋本市民病院   

公立那賀病院 
和歌山労災病院 
済生会和歌山病院 

海南医療センター 
有田市立病院 
こころの医療センター 

社会保険紀南病院 
南和歌山医療センター 
国保すさみ病院 

那智勝浦町立温泉病院 
新宮市立医療センター 

26 

 

52週 
 

 
 

10病院 

34診療科 
66名 

 

 

紀北分院 
橋本市民病院 
公立那賀病院 

和歌山労災病院 
済生会和歌山病院 
海南医療センター 

国保日高総合病院 
紀南病院 
南和歌山医療センター 

那智勝浦町立温泉病院 

27 52週 
14病院 

48診療科 
104名 

紀北分院 

橋本市民病院 
公立那賀病院 
和歌山労災病院 

済生会和歌山病院 
海南医療センター 
有田市立病院 

こころの医療センター 
国保日高総合病院 
国立和歌山病院 

紀南病院 
南和歌山医療センター 
国保すさみ病院 

那智勝浦町立温泉病院、 
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海外臨床実習（医学部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈医学部〉 

 

「人間の理解」、「社会の理解」及び「人間と生命倫理」に関する科目を開

講するとともに、１年次の「教養セミナー」では５～６名のグループに分け、

３年次の「保健看護研究Ⅰ」、４年次の「保健看護研究Ⅱ」及び「保健看護管

理演習」では、３～５名のグループに教員１名を配置し、それぞれ必修科目

として開講し、少人数での演習や実習を実施した。 

＜教養セミナー＞ 

自らの力で解決していくプロセスを体験させることにより、学習に必要な

思考力や協調性、コミュニケーション能力を養うために、少人数で討論を行

いながら、写真や本等の提供された素材から探求したい課題を自主的に設定。 

＜保健看護研究Ⅰ＞ 

 保健看護研究を実践するうえで必要となる研究方法、文献の活用、データの

収集と統計処理、報告書の作成、倫理規範などに関する知識を深めるととも

に、研究の各段階の具体的な進め方の実際について修得。 

 

年度 施設・人数 

23 － 

24 チャールズ大学（チェコ）  2 名 

マイアミ大学(アメリカ)      1名 

アーカンソー大学(アメリカ)  1名 

ミネソタ大学(アメリカ)      2名 

ハワイ大学（アメリカ）   2 名      

25 チャールズ大学（チェコ）  2 名 

ハワイ大学（アメリカ）   2 名 

ワシントン大学（アメリカ）  1 名 

26 チャールズ大学（チェコ）  2 名 

MD アンダーソンがんセンター 

（アメリカ） 1 名

リエカ大学（クロアチア）  1 名 

 

27 チャールズ大学（チェコ）  2 名 

ハワイ大学（アメリカ）   1 名 
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＜保健看護研究Ⅱ＞ 

その研究課題に最もふさわしい研究手法の選択、研究計画書の作成、研究

の実施、報告書や論文の作成について修得。 

＜保健看護管理演習＞ 

看護管理（マネジメント）の基本的概念を理解し、安全で質の高い看護サ

ービスが提供できるために必要な知識を修得。 

〈保健看護学部〉 

オ 新卒者の国家試

験合格率について、全

国上位を目指す。 

共用試験の合否基準の変更、卒業試験を総合試験に変更し、制度、合格基

準についても改めた。また、仮進級制度を廃止するなどの改革を行うことで、

平成 27 年度新卒者の合格率は 100％となり、全体の合格率についても 99.1％

とどちらも前年度を上回った。 

 

医師国家試験合格率 

年度 

新卒者 (参考) 全体 

合格率 

 

順位 

80 校中 

合格率 

 

順位 

80 校中 

23 96.4％ 29 位 96.9％ 9 位 

24 96.8% 23 位 95.3% 12 位 

25 92.5% 53 位 92.8% 33 位 

26 96.1% 30 位 96.4% 13 位 

27 100% １位 99.1% １位 

〈医学部〉 

 

学年担任及びゼミ担当教員を中心として学習支援を行った結果、国家試験

の合格率は、看護師（新卒）については、25 年度を除いて 100%である。保健

師（新卒）については、24 年度から 100％である。 

看護師国家試験合格率         （単位：％） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

新 卒 100 100 98.7 100 100 

既 卒 － － － 100  

全 体 100 100 98.7 100 100 

 

 各試験の見直し、

進級制度の改善、学

習支援を行った結

果、医師国家試験に

ついては、27 年度に

新卒者の合格率が

100％となり、看護師

国家試験について

は、25 年度を除いて

100％、保健師国家試

験については23年度

から 100％を達成し

ている。 
Ⅳ 
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保健師国家試験合格率         （単位：％） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

新 卒 97.7 100 100 100 100 

既 卒 100    50 － － 100 

全 体 97.8 98.8 100 100 100 

 

〈保健看護学部〉 

 

カ 他の職種と医療

情報を共有でき、協調

して医療が行える能

力を育成するため、多

職種間教育の充実を

図る。また、医療安全

や人権、死生観にも配

慮できる能力を育成

する。 

医学部と保健看護学部の合同講義として患者及び患者家族の会から直接話

を聞くケアマインド教育を行った。また、医療安全の推進や人権に関する講

義を実施するとともに、人の死についての講義を行い、医師としての必要な

能力を育成した。さらに、1年次の夏休み中に実施した早期体験実習では、臨

床の現場を体験させ、将来医師となるために持つべき心構えを改めて確認さ

せるとともに、今後の修学について計画を立てさせることができた。紀北分

院の早期体験実習においては両学部の学生が参加し、多職種連携に基づいた

実習をおこない、効果を挙げることが出来た。また、27 年度には 4年次の臨

床実習入門の最終日に、医学部と保健看護学部の両学生が参加した多職種連

携に基づく臨床技能試験を試行した。 

〈医学部〉 

 

他職種の重要性の認識や、協調・連携能力を育成するため、医学部と保健

看護学部の共通講義や病院及び福祉施設等での両学部の実習等を行った。 

 

〈保健看護学部〉 

 

 医学部と保健看護

学の共通講義として

の医療入門・ケアマ

インド教育を実施

し、多職種間教育に

努めているほか、新

たに、両学部の学生

が参加した多職種連

携に基づく臨床技能

試験を試行するな

ど、多職種間教育の

充実を図っている。 

Ⅳ 
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キ 早期の体験実習

を含めたカリキュラ

ムの編成を行う。ま

た、地域体験実習によ

り、地域医療に対する

関心を高めるととも

に、理解を深める教育

1年次に早期体験実習と福祉施設実習を行い、2年次には、地域実習として

保育園実習と障害者福祉施設実習を行った。早期体験実習では、臨床の現場

を体験し、将来医師となるために持つべき心構えを改めて確認させるととも

に、今後の修学について計画を立てさせることができた。老人福祉施設実習

では、施設の形態を理解させ、高齢者とのコミュニケーションスキルを向上

させた。保育園実習では、乳幼児と接することで年齢に伴う発達程度、個性

の出現を理解させ、乳幼児に対する意思伝達の方法を体験させた。障害者福

祉施設実習では、障害者の状況、社会への適応及び家庭における位置につい
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を実践する。 て理解させ、支援状況に関する知識も修得させた。加えて、障害者とのコミ

ュニケーションも体験させた。 

〈医学部〉 

 

地域医療に対する関心を高め、理解を深める教育を実践するために、１年

次には、早期体験実習（かつらぎ町花園地区での宿泊実習）、２年次には、

統合実習Ⅰにおいて乳幼児施設、保育所、小学校、企業、官公庁でライフス

テージの全過程の実習、３年次には、地域医療を支える県内の病院８施設に

おいて地域連携実習を実施した。 

〈保健看護学部〉 

 

ク 総合的診療能力

を育成するため、横断

的な診療科・部門を活

用し、臨床実習の教育

体制を整え学外実習

協力病院との連携に

おいて、卒前・卒後を

有機的に結合した診

療参加型臨床実習を

行う。 

救急・集中治療部での臨床実習や海南市消防本部の救急車への同乗実習を

行った。また、学外及び海外での実習を 6 年次の選択実習として実施した。

これらの実習により、大学において見られがちな既に診断を済ませ治療のみ

の患者ではなく、診断から始まる真の参加型臨床実習を体験し、卒後研修に

つながる経験をすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 施設・人数 

23 － 

24 チャールズ大学（チェコ）  2 名 

マイアミ大学(アメリカ)      1名 

アーカンソー大学(アメリカ)  1名 

ミネソタ大学(アメリカ)      2名 

ハワイ大学（アメリカ）   2 名      

25 チャールズ大学（チェコ）  2 名 

ハワイ大学（アメリカ）   2 名 

ワシントン大学（アメリカ） 1 名 

26 チャールズ大学（チェコ）  2 名 

MD アンダーソンがんセンター 

（アメリカ） 1 名

リエカ大学（クロアチア）  1 名 

 

27 チャールズ大学（チェコ）  2 名 

ハワイ大学（アメリカ）   1 名 
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ケ 保健看護学部と

医学部の共通講義、準

備教育、実習における

臨床参加型チーム医

療を実践し、卒業後の

チーム医療に円滑に

移行できるようにす

る。 

1 年次に医学部と保健看護学部の共通講義を行い、グループワークを通して

意見の違いなどについて学ばせた。1年次の通年で、患者及び患者の家族から

病状や家庭での生活などに関する話を聞いた後、その翌週にグループに分か

れ、問題点を自分たちで見つけ議論させた。さらに翌週（3週目）に話し合っ

た内容の発表と意見交換をさせた。両学部の学生が 1 つのテーマについて議

論することで、将来の立場の違いを踏まえ意識の差異を明らかにし、共同作

業を通して将来のチーム医療の素地を作ることができた。 

〈医学部〉 

 

保健看護学部と医学部との共通講義や多職種間教育を充実し、臨床実習に

おいてチーム医療に参加できる体制を整えることで、卒業後にチーム医療に

円滑に移行できるようにする取り組みを継続できた。 

〈保健看護学部〉 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 

･･･P７ 

コ 附属病院におけ

る卒後教育を充実さ

せるために附属病院

とのさらなる連携を

図る。 

保健看護学部教員と附属病院看護師によるユニフィケーション会議を年 8

回開催していたが、26 年度より看護キャリア開発センターが中心となり、卒

前から卒後教育について年 14 回にわたりユニフィケーション会議、意見交換

会及び学習会を開催した。これまで病院看護師側は教育担当者である副看護

師長が中心に参加していたが、26 年度以降は臨床指導者の参加も増やすこと

ができ 1回の参加者数も 40 人～50 人となった。これらは、教員と病院看護師

が後輩育成について学びあう機会となるとともに、相互の連携をすすめるこ

とができた。 

また、卒前教育として学生に対し、｢キャリア形成｣の講義を病院看護師が

行い、学生が卒後のキャリアを考える機会となっている。さらに、27 年度よ

り保健看護学部学生の卒前看護技術演習に病院看護師が参加し、卒前から卒

後教育へと連携する取り組みにつながった。 

 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

ﾕﾆﾌｨｹｰｼｮ

ﾝ会議 

開催回数 - 1 7 9 12 

参加者数 - 7 49 63 96 

意見交換

会・学習会 

開催回数 - - - 5 5 

参加者数 - - - 189 194 

 

〈保健看護学部〉〈看護部管理室〉 

 卒前・卒後教育に

ついて、保健看護学

部教員と附属病院看

護師による会議や意

見交換会等を開催

し、その結果、学生

が卒後のキャリアを

学ぶ機会や、看護師

が後輩育成について

学ぶ機会を作った。 Ⅳ 

 

 

評価Ⅳ･･･１ 

評価Ⅲ･･･３ 

 

該当ページ 

･･･P８ 
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サ 成績評価につい

て教員の共通認識の

もと、厳正かつ公正な

評価を行い、適正な判

定を行う制度・体制を

整える。 

4 年次に行う共用試験 CBT については、領域毎の成績を解析し教員にフィー

ドバックした。また、卒業試験の内容については、全体の成績との相関性、

分布などを評価したうえで各教員にフィードバックするとともに、正答率及

び識別指数を算出し不適切問題を排除した。さらに、試験問題作成のファカ

ルティ・ディベロップメントを行い、試験問題の適切な作成方法、試験の解

析方法について共有することでより精度の高い試験の作成、修学度の評価が

できた。各科の試験内容が適切であるかについても評価し、結果を教員にフ

ィードバックすることで、試験の難易度、内容を標準化した。 

さらに、各学年の進級試験については、試験の成績の精度検定を行い、学

年全体と各科の成績の相関、各科の成績分布から、合否判定基準を 60 点また

は平均-1.5SD に該当する点の低い方を合格基準とし、適正な成績評価を行う

環境を整えた。卒業試験は、各科の問題を総合的に出題し、配点についても

国家試験のブループリントに準拠する形で行い、過去数年間の卒業試験と国

家試験の成績から算出した 70 点を合否基準と設定した。 

〈医学部〉 

 

進級及び卒業の判定を審議するため、講師以上の教員で構成する成績判定

会議を開催した。 

〈保健看護学部〉 

 

 共用試験 CBT 等に

おいて、領域毎の成

績を解析し、教員へ

のフィードバックを

行い、また、CBT 問題

作成の研修会を開催

した。さらに、試験

の難易度及び内容の

標準化や合格基準の

検証を行った結果、

国家試験合格率向上

につながった。 

Ⅳ 

 

 

評価Ⅳ･･･１ 

評価Ⅲ･･･７ 

 

該当ページ 

･･･P８～９ 

大学院教育  
 

 
 

  

先進的な医療を支

える高度で専門的な

人材を育成する。 

独創的かつ高度な

学術研究を行い、地域

社会のみならず国際

的にも活躍できる人

材を育成する。 

ア 修士課程におい

て、 高度な専門的知

識と研究能力を向上

させるため、設置科目

をさらに充実させ、生

命に対する倫理観の

高揚を図る。 

 

共通教育科目や博士課程と共通の医科学研究法概論、学内外の講師による

特別講義を実施し、修士課程において高度な専門的知識と研究能力の向上、

及び生命に対する倫理観の高揚ができた。 

 

（講義実施数） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

共通教育科目 112 112 105 118 116 

医科学研究法概論 18 18 18 18 18 

特別講義 16 19 17 17 18 

〈医学研究科〉 

 

 

Ⅲ 

  評価Ⅲ･･･８ 

 

該当ページ 

･･･P９ 
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高度な専門的知識と研究能力を向上させるため、学生個々の関心に対応し

た選択ができるよう、共通科目と健康科学領域、基盤看護領域、生活・地域

保健学領域で 40 以上の授業科目を開設した。また、平成 26 年度 4 月に「が

ん看護専門看護師コース」を開設した。 

（科目数） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

共通科目 16 16 16 17 17 

健康科学領域 8 8 8 10 10 

基礎看護学領域 10 10 12 10 10 

生活・地域保健看護

学領域 

12 12 12 10 10 

特別研究 1 1 1 1 1 

合計 47 47 49 48 48 

〈保健看護学研究科〉 

 

イ 博士課程では、地

域医療に貢献できる

医療人を育成するた

め、高度先進的かつ分

野横断的な教育を多

方面から行う。 

 

共通講義及び学内外の第一線で活躍する講師による特別講義を実施し、高度

先進的かつ分野横断的な知識を習得させることができた。 
 

（講義実施数） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

共通講義 18 18 18 18 18 

特別講義 16 19 17 17 18 

〈医学研究科〉 

 

平成 25 年 4月、保健看護学に関して高度な知識を有し、地域に貢献できる

教育者及び研究者育成のため博士後期課程を開設した。 

外部から講師を招き、先進的かつ横断的な特別講義を開催した。 

 

 

 

 

〈保健看護学研究科〉 

 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

特別講義（回） - - - 2 3 

 

Ⅲ 

  評価Ⅳ･･･１ 

評価Ⅲ･･･６ 

 

該当ページ 

･･･P10 
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ウ 博士課程におい

て、学会での発表や研

究助成金の獲得、国際

的学会誌への積極的

な論文発表を奨励す

る。 

 

国際的学会誌等への発表を奨励するため、大学院生が対象となる研究助成

制度や学会の開催情報を指導教員等を通じて積極的に周知するとともに学内

掲示板や学内ホームページに掲示・掲載した。 

 

（論文発表数と国際学会発表数） 

〈医学研究科〉 

 

国際的学会誌等への発表を奨励するため、大学院生が対象となる研究助成

制度や学会の開催情報を学内掲示板や学内ホームページに掲示・掲載した。 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

国際学会発表（回） - - 0 3 3 

国内学会発表（回） - - 6 14 24 

論文発表  （編） - - 1 5 9 

〈保健看護学部〉 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

論文発表数 - 36 49 60 46 

国際学会発表数 - 83 51 39 32 

 

Ⅲ 

  評価Ⅳ･･･１ 

評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 

･･･P10 

 

エ 研究経験と専門

知識・技術を学ばせ、 

問題の発見能力及び

解決方法の企画立案

能力を養うカリキュ

ラムを編成する。 

 

修士課程及び博士課程において、共通講義及び特別講義により専門知識や

技術の修得を促進するとともに、修士論文公開発表会及び研究討議会での発

表を通じて企画立案能力を向上させることができた。 

〈医学研究科〉 

 博士前期課程では、問題発見能力及び解決に至る企画立案能力を養うため、

共通科目 17 項目を開発するとともに、１年次には、研究計画発表会、２年次

には、論文公開審査を実施し、担当教員以外の教員からの指導を行った。 

 博士後期課程では、能力の向上を図るために研究討議会を開催した。 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

共通教育科目 112 112 105 118 116 

医科学研究法概論 18 18 18 18 18 

特別講義 16 19 17 17 18 

 

Ⅲ 

  評価Ⅲ･･･６ 

 

該当ページ 

･･･P11 
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【博士前期課程】 

 

【博士後期課程】 

〈保健看護学研究科〉 

 

 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

共通科目開設数 16 16 16 17 17 

研究計画発表会

の発表者数 
11 11 9 9 11 

論文公開審査の

発表者数 
13 8 13 9 6 

学位取得者数 13 8 13 9 6 

 

 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

研究討議会の発

表者数 
－ － － 1 3 

学位取得者数 － － － － 1 

オ 研究目標を明確

にして個性のある研

究を行えるよう指導

する 。 

また、大学院特別講義

やファカルティ・ディ

ベロップメントを充

実させて研究者間の

情報交換を活発にし、

教育方法の改善を図

る。 

大学院学生要覧に基づき研究指導を行うとともに、医科学全般について基

礎から応用までを講義する「修士課程共通教育科目講義」、修士課程及び博士

課程共通で医学研究に必要な知識を概説する「医科学研究法概論」、学内外の

講師による大学院特別講義を実施できた。また、学外の講師による分野横断

的な大学院特別講義については、大学院 FD 研修会として位置付け、受講を希

望する教員にも受講させることができた。 

 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

実回数 - - 3 1 1 

参加教員数 - - 114 25 36 

〈医学研究科〉 

 

Ⅲ 

  評価Ⅲ･･･８ 

 

該当ページ 

･･･P11～12 
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  研究に対する教育目標を明確に記載したシラバスに基づきながらも、指導 

教員は各個人に対応した指導を行い、特徴のある研究を促進した。 

また、ファカルティ・ディベロップメントでは、大学院教育に関する特別

講演を開催した。 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

特別講演 1 1 1 1 1 

〈保健看護学研究科〉 

カ 独創性の高い研

究内容やその業績を

評価し優秀な成果を

出している研究者を

顕彰することにより

全体的な研究レベル

を向上させる。 

 

優れた研究及び専門能力を有する者を大学院委員会で選考の上、名誉教授

会に推薦し、修士課程、博士課程から顕彰された。この顕彰を通じて、医学

研究科全体の研究のレベルアップにつなげた。 

 

名誉教授会受賞者数 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

修士課程 1 1 1 1 2 

博士課程 1 1 1 1 1 

〈医学研究科〉 

 

学会への投稿を積極的に行うよう、大学院生に対して日常的に勧め、必要

に応じてアドバイスを行った。 

また、例年、優秀な成果を出している研究者を研究科委員会で審査し、名

誉教授会賞等に推薦した。 

 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

名誉教授会賞等推薦 2 2 1 2 1 

 〈保健看護学研究科〉 

 

Ⅲ 

  評価Ⅲ･･･５ 

 

該当ページ 

･･･P12 

 

専攻科教育  
 

 
 

  

助産師として必要

な倫理観及び問題解

決能力を有する資質

の高い人材を育成す

る。 

ア 助産師として必

要な教養、倫理感、及

び問題解決能力を有

する人材を育成する。 

助産師として求められる能力を有する人材を育成するために、26 年度にカ

リキュラムの変更を行い、幅広い教養と専門性が高められるような教授学習

活動を行った。 

更に、強化すべき教育内容を明確にし、改善策を検討するためにアンケー

ト調査を 27 年度に実施し、卒業時の到達度目標に対し到達度の低い項目につ

いて、到達度を上げる方法の検討を行った。 

 

Ⅲ 

  評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 

･･･P12 
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イ 助産師として必

要な知識・技術を主体

的かつ意欲的に学習

でき、問題解決能力を

育む教育課程・方法を

採用する。 

助産師の専門性を重視し、妊娠・分娩・産褥・新生児期における正常から

の逸脱の判断と実践ができるよう「助産診断学」及び「助産技術学」を一つ

の科目「助産診断・技術学」に統合し、時間配分を多くし、また、27 年度に

は、分娩期の診断と分娩介助技術の修得のために DVD を作成し、授業で視聴

するとともに、学生個々への指導の際に活用した。今後は学生の意見を参考

に改善を図り、学内演習等で活用した。 

 

Ⅲ 

  評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 

･･･P13 

ウ 成績評価につい

て、教員の共通認識の

もと、厳正かつ公正な

評価を行い、適正な判

定を行う制度・体制を

整える。 

入学、実習及び修了の判定を厳正かつ公正に審議するため、講師以上の教

員を構成メンバーとする助産学専攻科委員会を開催した 

 

 

 

 

Ⅲ 

  評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 

･･･P13 

 

(2) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員

会 

評価 

備考 

教育の質の向上を

図るため、教職員を

適正に配置し、組織

的な教育実施体制を

整備するとともに、

大学の組織的な教育

活動及び教員の教育

活動に対する評価を

継続的に行う。 

また、教育研究活

動に必要な設備、図

書等の計画的な整備

及び充実を図る。 

ア 適切な教職員

を配し、附属病院な

どの実習施設との

連携のもと、教育の

充実を図る。 

日本の分野別認証の制度と内容及び国際基準に準じた臨床実習の内容につい

てファカルティ・ディベロップメント及びワークショップを行うとともに、教授

会で説明を行った。国際認証において必須である電子カルテへの学生の書き込み

を可能とするため、25 年度から電子カルテのシステムを変更した。さらに、学

生をカリキュラム専門部会委員に加えた。臨床実習期間の確保に伴い、学外の

20 医療機関において 38 名の臨床教授等を任命し、指導体制の充実を図った。 

PBL や TBL（Team-Based Learning：チーム基盤型学習）の導入など少人数教育が

拡大し、共用試験や卒業時 OSCE（Objective Structured Clinical Examination：

客観的臨床能力試験）を導入したことなど教育の量、質ともに変わりつつあるこ

とから、すべての教育内容を網羅した教育業績評価シートを活用し、教員評価を

行った。                           〈医学部〉 

 

保健看護学部教員と病院看護師が集まり、各領域実習前には、実習が円滑にす

すみ学生の学びを促進するため連絡会を、実習終了後にはふりかえり会を開催

し、実習内容の充実に向け、評価と課題を確認した。 

 そのほか、平成 26 年度より保健看護学教員と病院看護部、看護キャリア開発

 実習における指導

体制の充実や、医学

部においては、国際

認証に向けた新たな

評価方法の導入を行

った。また、保健看

護学部と附属病院看

護部が実習前後に協

議し、実習内容の更

なる充実を図った。 

Ⅳ 

 

 

評価Ⅳ･･･２ 

評価Ⅲ･･･６ 

 

該当ページ 

･･･P14～15 
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センターが合同でユニフィケーション委員会を運営し、実習指導・後輩育成につ

いて教員と臨床指導者の意見交換や学習会を年 5 回開催した。平成 26 年度以降

は臨床指導者の参加も増やすことができ1回の参加者数も40人～50人となった。

教員と病院看護師が後輩育成について学びあう機会となっている。 

〈看護部管理室〉〈保健看護学部事務室〉 

イ 学部教育と大

学院教育の連携を

図り、多様な履修形

態を検討する。 

25 年度から学部において大学院準備課程を履修できるコースや医学部卒業後

に初期研修と並行して履修できるコースなど、大学院博士課程に 5 つのコースを

設置し、学部教育と大学院教育の連携を図る新たな履修制度を開始した。以降毎

年、学部生に対して履修制度の説明会を開催し、登録者を募集している。 

 

【説明会の開催】 

年度 23 24 25 26 27 

参加教室 - - 16 19 17 

参加学生 - - 57 15 5 

登録学生 - - 34 17 5 
 

 多様な履修形態に

ついて、様々な検討

を行い、大学院博士

課程に新たに５コー

スを設置した。また、

25 年度から医学部・

大学院医学研究科博

士課程履修プログラ

ムを開始し、多様な

履修形態を構築し

た。 

Ⅳ 

 

 

評価Ⅳ･･･３ 

評価Ⅲ･･･１ 

 

該当ページ 

･･･P15 

ウ 図書館の蔵書

の充実に努めると

ともに、情報の国際

化・電子化への対応

として図書館機能

の充実を図る。 

学生用図書は、毎年教育要項、シラバス、及び学生リクエストを参考に、改訂

版・ガイドライン版・体系本・シリ-ズ本等(冊子体)を受け入れている。また、

電子ﾌﾞｯｸの購入により冊子体内容が学内 PC から閲覧が可能となり利便性が向上

した。 

 
 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

医学図書受入（冊子） 392 344 338 384 309 

医学系電子ブック ― － － － 14 

電子版オンラインジャーナル契約数 1,865 1,902 3,681 4,152 4,200 

  

Ⅲ 

 

 

評価Ⅳ･･･２ 

評価Ⅲ･･･３ 

 

該当ページ 

･･･P15 

エ 従来の図書館

機能の飛躍的発展

を目指し、図書館

を、情報教育及び情

報ネットワーク機

能、博物館機能を備

えた総合学術情報

館内入口付近に和歌山県医学偉人であり和医大「開学の祖」と仰いだ医聖華岡

青洲の手術着、掛け軸を、また国産天然痘ﾜｸﾁﾝを確立した小山肆成の扁額を、そ

れに初代学長古武弥四郎氏の書を展示し医学を学ぶ心構えを学生に説いている。 

また、快適な施設環境を備えた図書館づくりを目指し、大学教員や卒業生から

ご寄付をいただき１Ｆ・２Ｆ閲覧室ｽﾍﾟ-ｽやﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞｺ-ﾅにも絵画・書・扁額を

展示し落ち着いた雰囲気が出る博物館的機能を備えた図書館作りを行った。 

 

 復刻版資料や古書

等を館内に展示し、

博物館的機能を充実

させた。また、イン

ターネット回線を介

して所蔵情報を検索

するシステムを構築

Ⅳ 

 

 

評価Ⅳ･･･２ 

評価Ⅲ･･･３ 

 

該当ページ 

･･･P16 
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センターとして改

組することを検討

する。 

図書館所蔵(H27.3.31 現在) 図書館寄託(H27.3.31) 

  絵画 16 点(寄贈) 

風景写真 6 点(寄贈) 

扁額 6 点(寄贈) 

書 1 点(寄贈) 

華岡青洲掛け軸 2 点(寄贈) 

華岡青洲手術着 1 点(複製) 

華岡青洲手術道具 1 点(寄贈) 

華岡青洲古書 40 冊 

華岡青洲手術道具一式 

華岡青洲掛け軸 1 点 

華岡青洲屏風 1 点 

 

 

 

27 年度に学外からｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ回線を介して図書館ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞにｱｸｾｽし所蔵情報(国

内雑誌及び外国雑誌電子版ｼﾞｬｰﾅﾙや二次資料ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ)を検索するシステムを構

築した。 

し、情報ネットワー

ク機能を充実させ

た。 

オ 教育方法と教

育者の資質の向上

を図るとともに、教

育活動の評価を学

生及び第三者を含

めた多方面から行

うことにより、授業

内容の客観的な評

価の改善を図る。 

授業相互評価の対象者である授業を初めて行う教員及び希望者に対して、教育

評価部会委員 3名が授業を聴講し、評価シートに従って評価を行った。さらに、

その評価結果を各教員にフィードバックした。また、ベストティーチャー賞ベス

トクリニカルティーチング賞の制度を設立した。授業評価及び教育実績を適正に

評価し、フィードバックすることにより、授業の質及び教育の質を高めることが

できた。 

〈医学部〉 

 

FD 委員会主催で外部講師等による特別講演会及び本学教員による発表会（FD

カンファレンス）を開催した。 

また、教育方法の改善と教育者の資質向上を促進するために、教員相互参観を

前期及び後期ともに実施した。 

 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

特別講演（回） 5 3 3 3 3 

参加者（人） 162 160 224 92 97 

FD カンファレンス（回） 18 6 9 7 6 

参観授業数（前期） 4 6 5 13 12 

参観授業数（後期） 4 14 2 12 14 

参加者（延べ数） 8 20 7 30 26 

〈保健看護学部〉 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅳ･･･２ 

評価Ⅲ･･･６ 

 

該当ページ 

･･･P16～17 
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 (3) 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

学生が安心して勉学

に打ち込める環境が重

要であるとの視点に立

ち、留学生を含む多様な

学生に対応した学習支

援及び生活支援体制を

充実させる。 

ア 学生の学習、健康、

生活等の問題に対して

対応できるよう支援体

制の充実を図る。 

 新入生研修を行い、健康管理および修学上の問題、学習環境につ

いての情報提供を行った。「生活支援ガイドブック」を作成し配布し

た。カリキュラム専門部会、教育評価部会に学生員を参加させ、意

見を広く聴取した。学長ランチミーチングを行い、学生からの要望、

修学状況を把握した。担任制を改善し、学生の支援ができる体制を

整えた。学生部長への「医学部生の相談ホットライン」を設置し、

相談の機会を増やした。「課外活動支援助成金」を平成 26 年度から

創設し、クラブ活動を支援した。 

〈医学部〉 

 

学生に対するカウンセリングを行う学生相談窓口を設置した。 

教員が学生からの相談を受けるためのオフィスアワー制度を実施し

た。 

〈保健看護学部〉 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

カウンセリ

ングルーム

相談者 

（延べ人数） 

87 171 197 104 124 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅳ･･･３ 

評価Ⅲ･･･８ 

 

該当ページ 

･･･P17～18 

 

イ 留学生が安心して

修学できるように、大学

及び大学院の研究活動、

学費、学生生活に関する

情報を適切に提供する

とともに環境を整備す

る。 

 

留学生が安心して修学できるように、24 年度に大学のホームペー

ジ内に、保健看護学部、助産学専攻科、大学院保健看護学研究科の

各サイトを設け、研究活動、学費、学生生活等に関して、適切に情

報提供できるよう適宜、情報の更新を行い、加えて英語版の学部概

要を 26 年度に改訂した 

〈保健看護学部〉 

 

留学生が所属する研究室を通じて、研究活動や学生生活に必要な

情報を随時提供している。 

〈医学部〉 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 

･･･P19 
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ウ 大学院では、他学の

出身者も多数入学でき

るよう研究環境を充実

させるとともに、研究生

活を続けやすい環境を

整備する。 

 

長期履修制度や e-ラーニング（講義録画）を提供することで、社

会人大学院生等の研究環境についての支援を行った。 

また、T・A 制度により指導教員・研究者によるためのトレーニング

機会を提供するとともに、謝金を支給することにより、経済的支援

を行った。 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

長期履修制度

適用者数 
14 11 19 15 12 

T・A 制度適用

者数 
6 9 14 11 10 

〈医学研究科〉 

 

昼夜開講制及び長期履修制度を実施するとともに、希望者に対し

T・A 制度による経済的支援を行い、研究生活の継続に対する支援を

行った。 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

長期履修制度

適用者数 
3 7 5 5 8 

T.A 制度適用

者数 
5 8 5 4 4 

〈保健看護学研究科〉 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 

･･･P19 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－１）（Ⅲ－７）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

(1) 研究水準及び成果等に関する目標を達成するための措置 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 
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がんに対する総合的

な研究など重点的に取

り組まなければならな

い分野における独創的

な研究及び先進的な研

究を推進する。 

ア がんに関する研究

をはじめとして、和歌山

県で重点的に取り組ま

なければならない分野

について、医の倫理に基

づき、先端医学研究所を

核とした先進的な研究

を行うとともに、独創的

研究の取組及び発展を

促進する。 

 

先進医療に関する取り組みでは、がん治療に関しては、25

年度に第4の標準治療法として期待されるがんペプチドワク

チン療法の医師主導臨床試験を開始、26 年度に全国 12 施設

のみで実施され県内では初の実施となるロボットによる直

腸がん手術を導入、27 年度には理化学研究所等との共同研究

によりがんワクチンの改良に可能性のある研究成果を発表、

また、本学を含む国内６施設及び米国大学との連携によりゲ

ノム解読を実施し世界で初めて十二指腸乳頭部がんの本態

解明を行ったことを発表、本学の教授が総括を務めた研究会

が抗マラリア薬の世界初となる承認申請臨床試験を実施し

た結果、国内における同薬の販売が開始され患者の大幅な

QOL の改善に貢献する等、先進的研究を行った。 

また、24 年度に難治性疾患に指定されている甲状腺クリー

ゼに関する世界初の大規模な疫学調査により発症実態を解

明し診断基準を確立、26 年度には本学の教授が主任研究者と

して実施した小児ネフローゼ症候群治療に関する研究の成

果を発表、これにより国内外のガイドラインが見直されるこ

ととなり長き国際論争を終結させる国際的にも影響のある

研究を行った。 

そのほか、25 年度には先端医学研究所において県内医療機

関の診療情報をネットワーク上で共有する「青洲リンク」を

開発し、27 年度には医学部において、新たな研究分野を担当

する講座として形成外科学講座及びリウマチ・膠原病科学講

座を新設し、当該分野の研究機能を大幅に強化した。  

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅳ･･･１ 

評価Ⅲ･･･３ 

 

該当ページ 

･･･P20 

イ 論文発表を促進す

るとともに、論文の質の

向上を図る。 

学内研究予算の適正配分や外部研究費の獲得支援を行い、

研究活性化を促進した。 

27 年 4 月から臨床研究センターに英文エディター（英語論

文校正・校閲担当教員）を配属し、英語論文の執筆指導や文

書校正等を行った。 

また、臨床研究センターにおいて、統計解析の知識を高め

るための医学統計セミナーや臨床研究の実施に必要な知識

を高めるための臨床研究セミナー等を実施した。 

 

●PubMed 収録英語原著論文数(本) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

162 187 183 209 182 
 

 臨床研究センターに英文エデ

ィターを配属し英語論文の作成

支援を行ったが、PubMed 収録英

語原著論文数の増加には至らな

かった。 

Ⅱ 

 

 

評価Ⅲ･･･４ 

評価Ⅱ･･･２ 

 

該当ページ 

･･･P21 
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 (2)  研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

がんに対する総合的な

研究など重点的に取り組

まなければならない分野

を的確に把握し、研究体

制の整備を図る。 

また、既存の枠組みを

超えた横断的な教育研究

を推進するため、柔軟か

つ機動的な研究体制を構

築するとともに、次世代

を担う若手研究者の研究

体制を強化する。 

さらに、社会からの多

様な要請に応えて研究成

果の移転を図っていくた

め、研究成果の普及と活

用に向けた大学における

知的財産の管理・活用体

制を強化する。 

ア 「がん」、「救急」、

「先端医学」等の分野に

おいて重点的・弾力的に

研究体制等を強化する。 

 医学・医療の最先端の研究を行う先端医学研究所の体制を強

化するため、新部門の設置に向けたワーキンググループを立ち

上げ、新部門の分野の検討を行った。分野の検討にあたっては、

本学にはない分野、本学の強みを生かせる分野として、「がん」

「再生医療」「神経に関する領域」を候補に絞り込んだ。 

また、優秀な人材を確保し研究の活性化を図ることを目的と

して、平成 26 年度から 3 年を限度に新しい特別研究員制度を

創設し、先端医学研究所を含む基礎系部門に 5名の特別研究員

を雇用している。当該特別研究員の遺伝子改変マウス作製の技

術などによって、研究のスピードアップや質の向上が図られる

とともに、基礎系部門の研究体制が強化された。 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅲ･･･４ 

評価Ⅱ･･･１ 

 

該当ページ 

･･･P21 

 

イ 本学が担うべき研究

分野について積極的な推

進を図るため、研究活性

化委員会等による研究支

援の充実を図る。また、

次世代を担う若手研究者

の研究体制を強化する。 

優れた研究を行い、将来リーダーとしての発展が期待できる

若手研究者やトップクラスのジャーナルにファーストオーサ

ーとして論文が掲載された優秀な若手研究者に対して、次世代

リーダー賞や若手研究者奨励賞を授与し、更なる研究意欲を高

めることに努めた。また、科学研究費獲得には至らなかったも

のの優れた研究計画を有している若手研究者に対して研究費

の助成を行った（若手研究支援助成）。 

その結果、過去の受賞者が本学や他大学の教授に就任するな

ど、優れた人材の輩出につながった。 
 

 23年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

次 世 代

リ ー ダ

ー賞 

1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 

若 手 研

究 者 奨

励賞 

4 名 6 名 4 名 3 名 9 名 

若 手 研

究 支 援

助成 

13 件 

7,800 

千円 

9 件 

7,200 

千円 

14 件 

11,200 

千円 

8 件 

6,300 

千円 

7 件 

5,600 千

円 
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ウ 先進医療や高度医

療、新しい技術を導入し

た医療等を研究し実施す

るため、治験管理体制の

充実を図る。 

 

26 年 10 月に臨床研究センターを開設し、生物統計家、デー

タマネージャー、英文エディター、知財コーディネーターを配

置するなど、臨床研究支援にかかる体制整備を進めた。 

治験管理体制の充実に向け、治験実施業務優秀医師表彰制度

の導入、治験管理部門職員の増員、治験管理部門専用ホームペ

ージの開設及び同ホームページへの治験参加募集案内の掲載、

外部研修による治験コーディネーターのスキルの向上等を図

った。 

本体制の下、学内外の研究機関で実施される治験、臨床試験

等についての支援を行った。 
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エ 知的財産権管理体制

を強化し、本学の知的財

産の管理活用を進める。 

25 年度に知的財産保護のための重要な資料となるラボノー

トの研究者への無料配布を開始した。 

27年 5月に知的財産コーディネーターを教員として採用し、

臨床研究センターに配置したことにより、研究者からの相談、

特許出願、審査請求等の手続きに迅速に対応した。 

 

 23年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

特許出願件数 ４ ４ ４ ２ ３ 

特許登録件数 ０ １ ０ ０ １ 

特許実施等件数 ０ ２ １ ０ １ 
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オ 共同利用施設の研究

機器及び備品を計画的か

つ効果的に整備するとと

もに、先端医学研究所の

充実を図る。 

 

研究者からの研究用備品の購入要望を毎年度とりまとめ、教

育･研究備品整備委員会及び理事会の審議を経て、新規に購入

する備品を決定・導入することで、効果的に整備ができている。 

また、平成 24 年度に既存の研究機器の更新計画（平成 25 年

度から平成 29 年度まで）を策定し、計画的に更新を進めてい

る。 
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 新規備品 更新備品 

23 細胞イメージ解析

装置 

DNA シーケンサー 

 

24 発光・蛍光 Invivo

イメージングシス

テム 

 

25 ライブセル蛍光イ

メージングシステ

ム 

卓上型走査電子顕微鏡システム 

高感度発光計測装置 

26 フローサイトメー

ター 

高感度発光イメージング解析システム 

液体クロマトグラフィーシステム 

27 小動物総合モニタ

リングシステム 

生物・蛍光顕微鏡システム 

卓上型超遠心機 

カ 横断的プロジェクト

研究への重点的な資金配

分を行う。 

本学の重点課題について講座、研究室等の枠を超えた横断的

な研究を支援する特定研究助成プロジェクト選考の透明性を

高めるため、発表会形式で 7名の有識者による選考を行った。

また、採択から２年後には、成果発表会によりその成果を学内

研究者に周知する等、学内研究者の研究意欲の向上に努めた。 

 

特定研究助成プロジェクト 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

件数 4 5 4 4 5 

金額 

(千円) 
17,500 17,500 15,000 17,500 17,500 

 

研究成果発表会 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

件数 4 5 4 5 4 

 

平成 25 年度に文部科学省の「障害者スポーツ医科学研究拠

点」の認定を受けたことにより障害者スポーツ医科学及び予防

医学、リハビリテーション医学等関連領域の研究者の連携、共

同研究を推進する体制を整え、25 年度から 27 年度の 3年間の
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研究拠点の運営及びその研究成果に対して、文部科学省の評価

委員会から最高評価である「Ｓ」評価を受けた。 

また、平成 27 年度において、28 年度から正式な組織と位置付

けることを決定した「みらい医療推進センター」が、「パラリ

ンピック陸上競技ナショナルトレーニングセンター競技別強

化拠点施設」に指定された田辺市の「田辺スポーツパーク陸上

競技場」でのパラリンピック選手等の医科学サポートを行うこ

ととなった。 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－９）（Ⅳ－６）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

(1) 医療の充実及び実践に関する目標を達成するための措置 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

地域医療の中核機関と

して、がん診療、救急医

療、周産期・小児医療な

どの重点分野について、

さらなる充実を図るとと

もに、高度かつ先進的な

医療の充実に引き続き努

める。 

また、医療の安全性を

高める管理体制を確立す

ることにより、患者に安

全・安心で質の高い医療

ア 和歌山県がん診療連

携拠点病院として、がん

診療体制等の整備・充実

を図り、がん対策に総合

的、計画的に取り組んで

いく。 

 

・手術室を 12 室から 19 室へ、内視鏡検査・治療室を 5室から

9室へ増室し、必要となる医療機器や関連備品を整備 

・化学療法センターのベッド数を 15 床から 20 床へ増床 

・緩和ケアセンターを開設し、緊急緩和ケア病床を確保 

 上記の取組等により、高度で先進的ながん治療等を行う体制、

がん化学療法の体制、がん患者の早期からの緩和ケア提供体制

を充実強化させ、総合的、計画的にがん対策に取り組むことが

できた。また、悪性腫瘍手術等の件数の増加につなげることが

できた。 

 23 24 25 26 27 

悪性腫瘍手術件数

（件） 
2,462 2,546 2,644 2,642 2,701 

化学療法施行患者延

べ数（人） 
8,514 9,758 10,812 10,569 10,723 
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を提供する。 

附属病院本院と附属病

院紀北分院の特色と果た

すべき役割を明確にし、

それぞれの病院において

最大限の能力を発揮でき

るよう相互の連携を図

る。 

手術支援ロボット

「ダヴィンチ」加療

実績（件） 

- - 60 99 107 

強度変調放射線治療

器「トモセラピー」

(IMRT)加療実績（件） 

- - 2,118 3,499 3,809 

 

院内がん登録及び地域がん登録を行うことにより、がん対策

の基礎データの蓄積を行った。 

院内がん登録について、本院の全がん患者の診療状況を登録

し、結果を公表するとともに、地域がん登録について、県から

登録事業を受託し、登録及び報告書の作成を行った。 

 

【登録件数】 
 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

院内がん 2,229 2,408 2,612 2,791 2,690 

イ 周産期医療及び小児

科医療の充実を図り、胎

児から幼児及び母体に対

して一貫した専門的な質

の高い医療を提供できる

診療体制を構築するとと

もに、救命救急センター

やドクターへリの機能を

維持し、県内の救急医療

の充実に努める。 

 

平成 25 年度に小児科病棟を小児医療センターとしてリニュー

アルするとともに、平成 27 年度から新生児搬送用ドクターカー

の 365 日・24 時間運行を開始したこと等により、分娩医療機関

からの緊急搬送及び新生児の受入に常時対応できる体制を構築

できた。 

県と連携し連携登録医や二次救急医療機関の体制強化を推進

し、オーバーナイトベッドのより有効な活用を図るなど、県内

の救急医療において十分な機能を果たすことができた。 

                                                （人） 

 23 24 25 26 27 

救急患者数 14,192 13,988 14,155 13,473 12,977 

 うち救急車に

よる搬送患者 

4,986 5,149 5,476 5,551 5,144 

うちﾄﾞｸﾀｰﾍﾘに

よる搬送患者 

364 348 336 353 411 

うちｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄ

ﾍﾞｯﾄﾞ利用者 

※731 3,156 3,175 3,126 3,255 

     ※ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄﾍﾞｯﾄﾞは H24 年 1 月から運用開始 

・小児医療センターの開設 

・新生児搬送ドクターカーの365 

日・24 時間体制の運行開始 

・厚生労働省が行う救命救急セ

ンター充実段階評価において

「A」評価を受けた。 

26 年度全国 8位／266 施設（高

度救命救急センター中 2位／

32 施設） 

27 年度全国 6位／271 施設（高

度救命救急センター中 3位／

36 施設） 

・脳死下における臓器提供にか

かる取り組みについて、全国的

に優れているとして 26 年度に

厚生労働大臣から感謝状を受

けた。 
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ウ 医療機関・介護機関

等と連携を図りながら、 

県内の認知症に対する保

健医療水準の向上を図

る。 

 

認知症に関わる医療及び介護の関係機関と連携協議会や研修

会、事例検討会を開催するとともに、市民公開講座の開催や講

演会講師としての協力、認知症疾患と認知症ケアのパンフレッ

ト作成などにより普及啓発活動を推進できた。 

また、平成 25 年 12 月から和歌山市医師会と共同して認知症地

域連携パスを運用した。 

これらの取り組みにより、関係機関の認知症診療とケア技術の

向上に寄与し、連携を強化することができた。 

                    （参加者：人） 

  23 24 25 26 27 

研修会 参加者 193 199 469 134 210 

 満足度 97% 86% 97% 94% 95% 

市民公開講座 参加者 － － 105 69 229 

 満足度 － － 84% 84% 98% 

事例検討会 参加者 － 50 205 62 130 

 満足度 － 91% 94% 90% 88% 
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エ 紹介患者の積極的な

受入、紹介元医療機関へ

の受診報告をはじめとす

る診療連携や診療情報の

共有化を推進するととも

に、確たる仕組を構築し、

地域医療機関等との連携

強化を図る。 

 

連携登録医交流会などで、連携登録医の要望を聞き、その要望

に取り組んできた。 

1.各診療科の予約が円滑に取れるように以下の取り組みを行っ

た。 

・医療機関からのＦＡＸによる診療予約の受付時間の延長を行

った。(金曜日 18 時まで延長) 

・医師からの救急の受診依頼は直接各診療科の医師につなぐこ

とで、スムーズに対応することができるようになった。 

【結果】：1週間以内に予約が取れない割合が 17％から３％と改

善した。 

２.平成２４年度から医師に対し返書の督促を行っている。ま 

 た死亡退院後の紹介元への返書も徹底する仕組みを整えた 

【結果】：返書率がほぼ 100％となった 

３.連携登録医との交流を深め、近隣圏内で紹介・逆紹介患者 

 が上位 100 位以内の未登録医師に登録の案内を行った 

【結果】：連携登録医が 33 名増加して 789 名になったことで連

携強化となった。 

   紹介率：78.3％ 逆紹介率：65.1％（27 年度） 

 

返書率については、ほぼ100％

となった。システムを整え、督

促を繰り返したことで、各診療

科の医師の意識も変化したと考

えられる。返書の徹底は地域の

医療機関との連携を担う重要な

ものであるため継続していく。 
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 また、患者のスムーズな受入と退院に向けた支援、療養生活

にまつわる相談支援を効果的に進めるため、退院支援や相談事

務を担当する「地域連携室」と病床管理を担当する「病床管理

センター」を統合し、「患者支援センター」を 28 年度から開設

する準備を進めた。          〈患者支援センター〉 

 

伊都地域の医療機関との連携を深め、前期最終年度（平成 23

年度）より患者紹介率を上昇させることができた。 

また、伊都医師会が主催するインターネット上の仮想病院「ゆ

め病院」への参画を通じ、情報ネットワークを通じた診療情報

の共有に取り組んだ。 

    〈紀北分院〉 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

登録医数 547 717 756 789 798 

紹介率（％） 70.8 73.2 75.0 76.1 78.3 

逆紹介率 53.4 54.2 55.0 70.1 65.1 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

紹介率（％） 28.0 49.7 58.1 42.2 49.3 

逆紹介率 24.5 31.1 40.7 39.1 45.1 

オ 先端的医療機器を導

入し、医療技術の進歩を

支援する。 

 毎年度、理事会及び診療備品整備委員会が医療機器の整備方 

針を決定し、診療備品整備委員会において各診療科の要望を照 

会するとともにヒアリングを実施し購入機器を検討･選定して、 

先端的医療機器等の導入・更新を行うことができた。また、25 

年度からは、大型備品整備の予算枠を設け高額な医療機器を計 

画的に整備している。 

【整備実績】 

H24 85 台（320 列 CT 装置、マンモグラフィ画像診断システム等） 

H25 89 台（画像診断システム、超伝導磁気共鳴断層撮影装置等） 

H26 133 台（全自動連続薄切装置、PDT 半導体レーザ、リニアック

等） 

H27 94 台（ナビゲーションインスツルメントセット、CT/MR 関連

アプリケータ、液状化検体細胞システム、内視鏡シス

テム等） 
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カ 医療情報システムを

充実し、医療情報の適正

な管理及び運用を円滑に

推進するとともに、患者

個人情報など医療情報セ

キュリティ体制の強化を

図る。 

 

 システムの改修及び医療情報部の一部移転等によって情報セ

キュリティの強化を図った。 

 また、新医療情報システムの導入について、院内にプロジェ

クトチームを設置して課題等の検討を行い、調達仕様を作成し、

総合評価方式による条件付き一般競争入札により調達を行い、

28 年３月に契約を締結した。 

 29 年 1 月に本稼働を開始する新システムでは、患者基本情報

の統合やタイムスタンプ導入によるスキャン画像の原本化な

ど、医療安全の強化やセキュリティ体制の強化を行う予定であ

る。 

※プロジェクトチームによる検討会議 

26 年度 18 回 

27 年度 24 回 
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キ 医療安全及び感染制

御の更なる体制強化によ

り安全管理体制の充実を

図るとともに、安全で質

の高い医療を提供する。 

BLS（Basic Life Support：一次救命処置）研修の実技講習 

開催、初期研修医の技術等の向上のためのセミナーの開催によ 

り、安全な医療を提供する体制を強化した。特別研修等を含め 

たリスクマネージャー会議の開催により、各部署の安全管理を 

行うリスクマネージャーの育成等を行い、各部門の連携を強化 

し、安全管理体制の充実に努めた。また、厚生労働省の医療事 

故調査に関するガイドラインに基づき、医療事故調査制度に係 

る指針を整備、職員からの死亡報告書の提出等により、医療事 

故調査体制の確保に向けた取組を実施した。 

 

〈医療安全推進部〉 

 

紀北分院の全職員を対象にした医療安全及び感染対策の研修

会を開催し、医療安全と感染対策の意識向上につなげることが

できた。 

また、医療安全マニュアルと感染対策マニュアルを見直し、

全職員に周知することにより医療安全と感染対策の向上につな

げた。 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

研修会 

（回） 
- - 3 3 2 

参加者 

（名） 
- - 237 396 503 

 医療安全において、研修や技

能訓練の強化を行い、研修の参

加者が増加した。また、感染制

御の体制を強化したことにより

相談件数が増加し、感染症等の

問題解決を促進することができ

た。 
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【医療安全に係る研修】 

 

【感染制御に係る研修】 

〈紀北分院〉 

 

感染予防対策委員会、ICT 会議に加えて、インフェクション 

マネジャーの位置づけを明確化し、感染制御の体制を強化し 

た。また、薬剤師の専従配置により抗菌薬使用状況の監視を 

強化し、院内外からの相談も積極的に受けることにより、各 

部署の感染症や感染対策に関する問題解決を促進することが 

でき、安全な医療の提供に貢献できた。 

 

研修会参加者数（人） 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 2,668 3,496 3,493 3,930 4,090 

 

長期使用への介入症例数（件） 

 23 24 25 26 27 

長期使用 

介入症例数 
- - 206 218 168 

介入後の 

改善症例数 
- - 135 156 118 

 

相談件数（件） 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

539 674 662 818 1095 

〈感染制御部〉 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

開催回数 3 7 7 9 4 

参加者数 154 266 353 630 413 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

開催回数 4 8 10 10 7 

参加者数 120 299 362 362 322 
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ク 患者に安全・安心で

信頼できる医療を提供す

るため、病院医療水準の

向上を図る。 

新たな診療科として、リウマチ・膠原病科及び形成外科を開

設することを決定し、科長となる教授の選考を行うなどの整備

を行った。その結果、27 年度に両診療科とも開設し、専門的で

高水準の医療を患者に提供できるようになった。また、27 年度

に遺伝外来を開設し、より幅広い医療を提供できるようになっ

た。 

26 年 6 月から病理診断科を標榜するとともに、順次、病理診

断体制の強化を行ったことで、より迅速な病理診断が可能とな

った。 

〈医事課・経理課・総務課〉 

 

毎年度患者満足度調査を実施し（26 年度からは同等他病院と

の相対比較を目的として調査実績のある業者への業務委託によ

り実施）、本院の医療サービスの課題や強み、特に改善に取り組

むべき点を明らかにするとともに、患者満足度をより高めるた

めの施策を検討した。 

・例年 6～8月に混雑が著しかった特定疾患診断書窓口につい 

て、臨時窓口の設置や対応職員の増員により、待ち時間を短 

縮した。 

・老朽化した病棟の給湯器や給茶器を更新し、入院患者の快適

な環境を整えた。 

〈医事課〉 

 

病床管理センターの積極的な介入により診療科の枠を越えた

空床の有効活用を行い、新入院患者数、共通床利用率を増加さ

せることができた。 

※25 年度は小児センター工事の影響で高い数値となっている。 

 

 24 年度にトモセラピー（放射線治療機器）及びダヴィンチ（手

術支援ロボット）を導入した。また、高解像度で透視できる装

置や最先端の外科手術設備を備えたハイブリッド手術室を整備

 23 24 25 26 27 

新入院患者数 

（人） 
15,013 15,786 16,091 16,517 16,636 

共通床利用率 

（％） 
66.9 64.8 82.2 74.6 77.3 

27 年 7 月から形成外科、10 月

からリウマチ・膠原病科を新し

く開設し、より専門的で高水準

の医療を患者に提供できること

になった。また、28 年 1月に遺

伝外来を開設し、より幅広い医

療を提供できることになった。 
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し、低侵襲手術など、高度な医療技術を提供している。 

〈経理課〉 

 

平成 25 年から外来・入院患者を対象とした患者満足度調査を

毎年実施し、患者視点からの課題等の把握を行った。 

調査の結果、「診療待ち時間が長い」と感じている外来患者さ

んがおられるため、患者数の多い診療科の医師確保や診療枠の

見直しなど待ち時間対策に継続して取り組んでいる。 

また、医療安全対策を推進するため、医療安全推進委員会及

びリスクマネージャー会議を毎月開催し、他病院と連携した病

院ラウンドを年１回実施することによって、医療従事者の医療

安全意識の向上を図った。 

〈紀北分院〉 

 

病院医療水準の向上のためには継続的な病院収益の増加及び

組織力の向上が不可欠なため、インセンティブ制度を導入し、

職員のモチベーションの維持・高揚を図った。 

〈経営企画課〉 

 

育児や介護等でフルタイム勤務が難しい職員でも、働きやす

く、キャリアが維持できるよう、短時間勤務制度（学内助教Ｂ）

及び短時間正規職員制度（看護師・助産師）を施行したことに

より雇用の安定的な確保が図られた。 

 

○勤務パターン 

・短時間勤務制度（学内助教Ｂ） 

 １日６時間    週５日（週３０時間） 

 採用者数   １０人 

・短時間正規職員制度（看護師・助産師） 

 １日４時間    週５日（週２０時間） 

１日７時間４５分 週３日（週２３時間１５分） 

１日５時間    週５日（週２５時間） 

１日６時間    週５日（週３０時間） 

１日７時間４５分 週４日（週３１時間） 

採用者数   １５人 

〈総務課〉 
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ケ 附属病院本院及び紀

北分院間の情報の共有化

や医師、看護師をはじめ

とする全職員の相互の交

流を活発化する。 

毎年度、附属病院本院と紀北分院間において、医療技術職、

看護職をはじめとする職員の人事交流を行うとともに、理事会

や教育研究審議会などの主要な会議において情報交換を行うこ

とにより、情報共有を図ってきた。 

また、平成 27 年度からは紀北分院長がオブザーバーとして理

事会に出席し、経営状況や課題などについて直接報告すること

で、より一層情報の共有が図られる体制となった。 
 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

事務 0 2 2 0 2 

技術 7 6 6 13 9 

看護 1 2 2 2 3 

医師 0 4 3 3 2 

計 8 14 13 18 16 
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(2) 地域医療への貢献に関する目標を達成するための措置 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

県行政及び地域の医療

機関との連携及び交流に

より、救急医療、災害医

療及びへき地医療等の充

実を支援するとともに、

地域における医師をはじ

めとする医療体制の充実

に寄与する。 

特に、災害医療につい

ては、東海・東南海・南

海地震の同時発生が想定

される中、基幹災害医療

センターとしての使命を

ア 基幹災害医療センタ

ー（総合災害医療センタ

ー）としての役割が果た

せるよう、研修・訓練を

重ね、絶えずマニュアル

の見直しを行う。 

 

 訓練結果を踏まえたマニュアルの改正等を毎年行い、また

学内で行う情報伝達訓練や机上訓練、実働訓練の実施に加え、

政府主催の広域医療搬送訓練や県主催の津波対応実践訓練な

ど、学外の災害対策訓練にも積極的に DMAT やドクターヘリを

派遣し、災害時の対応能力の強化や関係機関との連携強化を

行った。 

【本学及び DMAT の訓練・研修回数】 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

訓練・研修 4 6 8 11 10 

 

 また、災害時に休みなく働くことが想定される教職員およ

び帰宅困難な学生の災害時用備蓄食料を五カ年計画に基づき

H27 年度までで 4 年目分まで調達し、災害時の対応体制を構

築している。 

・なお、4年目分までの調達分は以下の通り。 
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果たせるよう機能の充実

を図る。 

【食料（ビスケット）】6000 食 

【食料（α米）】9000 食 

【ペットボトル（２L）】7200 本 

※職員・学生 3000 人 3 日分を五カ年で揃える想定。 

〈危機対策室〉 

 

総合受付待合のベンチ 48 脚を災害時等には診察台として使

用できるベンチに全て交換した。 

〈医事課〉 

イ 紀北分院において、

地域の病院、診療所、施

設との連携を強化し、高

齢者を中心とした総合診

療の充実を図るととも

に、地域における一次救

急及び二次救急の受入並

びに二次医療圏内救急体

制への参画を積極的に行

う。 

病院群輪番制当直体制に参画した。 

当番日の収容状況                            （件） 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

114 131 142 165 153 

 

また、伊都消防組合とは、症例検討会の開催、伊都消防組

合に対する救急受入要望調査、伊都消防組合救急救命士の病

院実習受入れを行い、さらなる連携を深めた。一次・二次救

急の受入れについても、「断らない医療」の意識を持ち救急患

者の受け入れを行った。 

 救急車搬送件数                              （件） 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

413 517 552 617 527 
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ウ 地域の医療機関との

役割分担と連携強化を行

うとともに、専門的な情

報発信を通じて地域の医

療水準の向上に貢献し、

地域医療の推進を図る。 

 

26年度から大学の図書館にある最新情報の文献を参照でき

るメディカル・オンラインを導入し、連携登録医もインター

ネット経由で利用できるようにした。また、同時に本学へ紹

介した患者の診療情報を個々の診察室で参照できるシステム

「青洲リンク」の登録を促した。利用促進のため、連携登録

医交流会で説明会を開催した。 

地域の医療機関にむけて、年間 3 回（4 ヶ月に 1 回）病院

の広報誌「まんだらげ」と研修案内、予約のための用紙など

を送付して地域の医療機関との連携を深めた。 

地域連携パスは主に脳卒中パスが中心で、31 医療機関と連

携している。年間 2回脳卒中地域連携パス情報交換会(和歌山

脳卒中地域連携パス連絡委員会)を開催して地域との連携を

行った。 

 連携登録医に対して研修会等

を開催するなど、情報発信を行っ

た。また、メディカル・オンライ

ンと青洲リンクが利用できるよ

うにし、専門的な情報を迅速に提

供できる体制を整備したことに

より、地域医療の質と連携の向上

に寄与した。 
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また、日赤医療センターとの共同開催で「地域医療連携わ

かやまネットワーク研修会」を年間 2 回開催し、地域の医療

機関同士が情報交換し、患者の受け入れがスムーズに行われ

るように勤めた。 

地域の医療機関との連携強化を図るために、毎年開催して

いる「連携登録医交流会」を活用し、当院の医療状況や各診

療科の診療状況の広報に勤めた。 

【結果】：メディカル・オンラインの閲覧数は徐々に増加し、

｢青洲リンク｣の登録数は 17 診療所・9病院・29 薬局の状況で

ある。今後も利用促進に努めたい。 

連携登録医の数も年々増加し、27年度は798人となっている。 

また年間開催される研修会をとおして、地域の医療機関との

連携が強化されている。 

〈患者支援センター〉 

 

25 年度に医師会と連携し、地元開業医を含めた研修会を開

催した。 

また、伊都消防組合と連携して症例検討会を開催し、総合

診療科及び脊椎ケアセンターの医師と救急救命士が一体とな

って救命処置の検討を行った。 

〈紀北分院〉 

 

エ 県及び地域の医療機

関との連携等により、救

急医療、災害医療、へき

地医療等の各医療体制の

充実を支援するととも

に、県地域医療支援セン

ターを中心とした地域及

び県民に対する医療及び

看護に貢献する医療・看

護従事者を充実する仕組

みを構築する。 

 

 県内で卒後９年間勤務する県民医療枠及び地域医療枠のキ

ャリア形成支援に取り組み、県民医療枠向けにキャリア形成

プログラム冊子を作成し、専門医ごとのキャリア形成モデル

を提示するとともに、地域医療枠のキャリア形成モデルの一

つとして、家庭医療専門医（総合診療専門医）後期研修プロ

グラムを作成し、日本プライマリ・ケア連合学会から認定を

受けるなど、プライマリ・ケアに関する研修及び教育体制を

整備することができた。 

 また、県内 16 病院に遠隔医療支援システムを導入し、学内

で開催されている講演を配信するなど、県内各地で研修する

県民医療枠及び地域医療枠医師等がテレビ会議システムを通

じて安心して学べる環境を整備するとともに、当システムを

活用した遠隔外来を実施し、地域医療を支援することができ

た。 

〈地域医療支援センター〉 
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救急医療及び災害医療における看護の役割を修得できるよ

う、２年次生に災害医療の講義、３年次生には地域医療を支

える県内の病院において地域連携実習、また、医学部の学生

と合同で地域・僻地医療のあり方について考えるため、岡山

県哲西町診療所において特別実地研修を実施。 

〈保健看護学部〉 

 

県内で開催された大規模イベント等に医師・看護師を派遣

し、医療救護業務の支援を積極的に行った。 

紀の国わかやま国体、紀の国わかやま大会 

  医師 延べ３３名  看護師 延べ３０名 

高野山開創 1200 年記念大法会 

  医師 延べ３８名 

全国高等学校総合体育大会 

  医師 ６名 

全国高等学校総合体育大会における行啓 

  医師 １名  看護師 １名 

〈経理課〉 

 

(3) 研修機能等の充実に関する目標を達成するための措置 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

大学附属病院として、

医学部・保健看護学部の

学生への臨床教育、卒後

臨床研修及び看護師の卒

後教育等附属病院におけ

る医療従事者に対する研

修・実習の充実を図る。 

また、県内の地域医療

を担う医療従事者に対し

ても、地域の医療機関等

ア 専門診療能力及び総

合診療能力を有する医師

を育成するため、臨床研

修協力病院や社会福祉施

設等とも連携しながら、

卒後臨床研修プログラム

の充実を図る。 

厚生労働省が定める「医師の臨床研修に係る指導医講習会の

開催指針」に則った指導医講習会を年１回実施し、指導医の育

成に努めることができた。 

〈地域医療支援センター〉 

 

25 年度に県内９基幹型臨床研修病院全てが相互に協力型病

院となる臨床研修プログラムを作成し、各病院で採用された研

修医が自病院以外の基幹型臨床研修病院で研修を受けられる

全国初の環境（和歌山研修ネットワーク）を整え、本学病院本

院がその中心的役割を果たしている。 

また、和歌山研修ネットワーク以外の病院・施設とも積極的

に協力病院・協力施設としての連携を図ることで研修プログラ

医師臨床研修マッチング中間

公表において常に上位に位置し

ており、当学の研修プログラムが

高く評価されている。 

Ⅳ 

 

 

評価Ⅳ･･･１ 

評価Ⅲ･･･７ 

 

該当ページ 

･･･P31～32 

 



 40 / 63 

 

関係施設と連携及び協力

しながら、研修・実習の

機会を広く提供してい

く。 

 

ムを充実させ、多くの研修医を派遣することができた。 

医師臨床研修マッチング中間公表において、自由度が高いプ

ログラムが評価され、高い人気を維持している。 

 23 24 25 26 27 

採用研修医数（人） 54 54 59 65 61 

次年度採用研修医に対するマッ

チング数（人） 
62 65 67 66 78 

次年度採用研修医に対するマッ

チング中間公表結果順位 
7 10 3 6 4 

和歌山研修ネットワークによる

研修医派遣数（延べ人数） 
- - - 55 124 

協力病院・施設への研修医派遣

数（延べ人数） 
182 206 229 250 265 

〈総務課〉 

 

伊都消防組合と連携して症例検討会を開催し、総合診療科及

び脊椎ケアセンターの医師と救急救命士が一体となって救命

処置の検討を行った。 

平成 25 年と平成 26 年には医学生や研修医、若手医師等を対

象に、プライマリケア能力育成のための研修会を、平成 27 年

には「総合診療セミナーin 高野山」を開催し総合診療医の育

成に努めた。 

また、総合診療医の主な活躍の場である「地域包括ケアシス

テム」について修練、研究する場として平成 27 年 10 月に紀北

分院内に「地域包括ケア病床」を開設した。 

平成 25 年から地元医師会と連携して、医学部 1 年生のアー

リーエクスポージャー研修生を対象に地域医療への理解を深

められるよう、開業医の往診同行研修を実施した。 

〈紀北分院〉 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27 年度 

症例検討会（回） 6 5 6 6 6 

研修医受入（名） 8 14 3 4 9 

イ 地域医療を担う医療

人の育成を図るため、総

 総合診療教育の充実に向けて、地域医療枠のキャリア形成モ

デルの一つとして、家庭医療専門医（総合診療専門医）後期研

修プログラムを作成し、日本プライマリ・ケア連合学会から認

 
Ⅲ 
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合診療教育をはじめとす

る教育及び研修を充実さ

せる。 

定を受けるなど、プライマリ・ケアに関する研修及び教育体制

を整備することができた。 

 また、地域医療の充実・向上に向けて、地域医療枠一期生（５

名）に対して個別面談を実施し、具体的な勤務先（県内公的医

療機関）を決定することができた。 

〈地域医療支援センター〉 

 

新人看護師に 1年間の臨床研修プログラムに則り研修を実

施している。2年目以上の看護師にはクリニカルラダーレベル

に応じた研修プログラムを企画し、平成 24～25 年度はのベ約

900 人、平成 26 年度はのべ 1023 人、平成 27 年度はのべ 1190

人の看護師が受講した。平成 26 年度に看護キャリア開発セン

ターが設置され、以降、卒前から新人、教育指導者まで継続的

な臨床実践能力の向上を図ること、および地域の医療機関の看

護職の質向上をめざし、研修を企画運営している。そこで看護

部の継続教育研修の一部と認定看護師等が主催する学習会を

地域の医療機関に公開し、他施設の参加者を受け入れた。平成

26 年度は 295 人、平成 27 年度は 268 人が参加し、地域の医療

機関の看護職に幅広い分野から選択し学ぶ機会となっている。

〈看護部管理室〉 

 

総合診療医の育成をはかるため、各種研修会等を開催し、平

成 27 年には医学生・臨床研修医等を対象とした「総合診療セ

ミナーin 高野山」を開催した。 

また、総合診療医の主な活躍の場である「地域包括ケアシス

テム」について修練、研究する場として平成 27 年 10 月に紀北

分院内に「地域包括ケア病床」を開設した。 

医療専門職員養成学校からの教育や研修について、学校のカ

リキュラムに応じた実習生の受入を行い、地域医療を担う人材

育成に寄与した。 

 受け入れ実習生数                         （名） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

看護師養成学校 173 157 121 145 140 

理学療法士養成学校 13   9  20  17  24 

管理栄養士養成学校 1   1  0   0  0 

〈紀北分院事務室〉 

該当ページ 
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 第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

４ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

自己評定 
 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－３）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 
 

【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

地域住民への生涯学習

の機会を提供することに

より、健康福祉の向上へ

の意識高揚に努めるとと

もに、医療系大学の特性

を活かして、県及び市町

村等の行政が実施するプ

ロジェクトに参画するこ

とにより、健康福祉の向

上に貢献する。 

また、大学の特性を活

かし、学外研究者や産業

界等との産官学連携研究

を推進することにより、

県民の健康増進と地域産

業の振興を通じて社会に

貢献する。 

 

ア 県民及び地域医療関

係者に対して継続的に医

学及び保健看護学の最新

の研究成果等の情報を提

供する。 

 

県民向けの「最新の医療カンファランス」を聴講者アンケ

ートに基づきテーマを設定して開催することにより、県民の

健康への関心の向上と、最新の医療情報を得る機会を提供す

ることができた。また、「臨床・病理カンファランス」を実施

し、地域医療関係者に生涯学習及び情報交換を行う機会を提

供することができた。 

●最新の医療カンファランス 

年度 23 24 25 26 27 

回数 9 回 9 回 9 回 9 回 9 回 

受講人数 333 名 223 名 300 名 217 名 242 名 

●臨床・病理カンファランス 

年度 23 24 25 26 27 

回数 1 回 1 回 1 回 － 1 回 

受講人数 48 名 23 名 29 名 － 26 名 
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評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 
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イ 医学及び保健看護学

に対する関心の向上及び

予防医学の普及を図るた

め、地域における生涯教

育の啓発を推進する。 

 

県内の小・中学校及び高校生等を対象に、学生が関心を持

ちそうなテーマを選び、出前授業を実施し、多くの県内の学

生の医学及び保健看護学に対する関心を高めることができ

た。さらに、26 年度からは保護者や教員などに講演対象を拡

大した。 

【出前授業】 

年度 23 24 25 26 27 

回数 16 17 31 20 32 

受講人数 1,815 874 2,044 1,363 1,908 
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〈総務課〉 

疾病の早期発見や健康づくりに関する普及啓発を行い、伊

都橋本地域住民の紀北分院の診療内容と健康づくりへの理解

が深まった。 

 【出前講座等実施回数】                  

 23 年度 24 年度 25年度 26年度 27年度 

出前講座 9 21 18 24 26 

健康講座 7 12 12 12 12 

〈紀北分院〉 

 

ウ 学外研究者や産業界

等との産官学連携研究を

推進する。 

本学の研究者と県内外の企業の交流を促進し、共同研究を

推進した。 

 

【住友電気工業株式会社】 

包括的連携協定(25年7月締結)に基づくマッチング交流

会や個別相談の実施、「産官学共同研究による動脈硬化の

新しい画像診断法の開発」についての記者発表 

【株式会社紀陽銀行】 

異業種交流会（医工連携セミナー、医農連携セミナー） 

の実施 

【医療機器開発コンソーシアム和歌山】 

医工学研究会の開催、共同研究プロジェクトの推進 

【大阪府立大学】 

研究シーズ交換会の実施、産学官連携に関する基本協定 

（28 年 2月締結）に基づく「医農連携セミナー」での研究

発表 

 〈研究推進課〉 

 

 「関西公立医科大学・医学部連合」と「関西私立医科大学・

医学部連合」が共同して、「関西公立私立医科大学・医学部連

合」を設立し、教育・学術研究、地域貢献、国際貢献等の分

野で相互に連携・協力する体制を構築した。 

〈経営企画課〉 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

５ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－２）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

国外の大学や研究機関

等との連携及び交流を推

進し、学内に新風を吹き

込むことにより大学機能

の活性化を促進させると

ともに、国際的な視点を

もって活躍できる人材を

育成する。 

ア 学生、教職員の海外

研修を推進するととも

に、留学生に対する支援

を行う。 

 

海外留学生に対する英語授業を基礎配属留学と臨床実習留

学向けで実施。特に厳しい面接試験のあるハワイ大学への留

学希望者には合格できるよう、特別に指導を行っている。 

●海外留学用英語授業 

 23 24 25 26 27 

基礎配属 10 回 10 回 7 回 4 回 5 回 

臨床実習 8 回 10 回 7 回 4 回  

●ハワイ大学留学合格者数 

23 24 25 26 27 

０名 ２名 ２名 １名 ２名 

●海外派遣学生 

23 24 25 26 27 

８大学 

８名 

５大学 

８名 

７大学 

１６名 

3 大学 

９名 

６大学 

１５名 

〈総務課〉 

海外経験の浅い若手研究者に対して、海外の大学等におけ

る先進医療技術の見学や先進的研究活動への参加等の機会を

提供するため、学内公募を行い研究活動活性化委員会の審議

を経て海外に派遣した。 

 

 23 年度 24 年度 25年度 26年度 27年度 

派遣者数 1 名 2 名 1 名 3 名 2 名 

〈研究推進課〉 
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イ 海外の大学等との学

術交流、学生交流を推進

する。 

協定に基づき、海外の大学との交流を計画的に実施し、交

流を通じて教員・学生の国際的な視野を広げることができた。

特に山東大学とは各年に教員・学生派遣受入を約３０年行っ

ている。さらに、チェコ 1大学、タイ 1大学、ベトナム 1省、

ミャンマー連邦共和国の 1省、２大学、１施設、ハワイ大学、

韓国の２大学と協定を締結した。 

 

 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

学術交流 ３大学 

２３名 

３大学 

２３名 

３大学 

１２名 

２大学 

１３名 

１大学 

９名 

学生交流 ３大学 

１８名 

３大学 

１８名 

４大学 

１１名 

６大学 

３５名 

３大学 

２２名 

協定状況 

（累計） 

６大学 ６大学 7 大学 7 大学２省 12 大学 

2 省 

1 施設 

〈総務課〉 

 

若手研究者が代表者として主催する国際シンポジウムの実

施を支援した。また、同シンポジウムでは、本学内において

ミートザプロフェッサーの開催を義務づけ、学生や若手研究

者に対し、海外の研究者と直接話し合える機会を提供した。 

 

 23 24 25 26 27 

開催件数 - - - 3 件 1 件 

※助成総額いずれも 5,000 千円 

〈研究推進課〉 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

１ 法令及び倫理等の遵守並びに内部統制システム

の構築等運営体制の改善に関する目標を達成するた

めの措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－２）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 
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中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

法人内の連携強化に向

け、教職員の意識改革を

進め、理事長のリーダー

シップのもと教職員が一

丸となって、法令・倫理

の遵守を徹底することに

より、より一層社会に信

頼される大学を目指すと

ともに、法人の内部統制

システムを強化すること

により、継続的かつ安定

的な大学運営を目指す。 

 

ア 理事長のリーダーシ

ップのもと、機能的かつ

効果的な業務運営に取り

組むとともに、公立大学

法人としての健全性と効

率性を確保するため、理

事長を中心とした経営管

理体制の強化を図る。 

 

理事長直下の会議等で経営上の課題に対する改善方針や取

組方針について協議を行い、その結果を科長会等で報告する

ことで、課題への取組の周知徹底を図った。また、理事会等

において法人の経営・財務状況について報告し、状況の把握

及び情報の共有を図った。 

〈経営企画課〉 

 

理事長をトップに重要事項の審議を行う理事会、教育研究

審議会その他の会議において、理事長のリーダーシップのも

と綿密な政策検討と迅速な意思決定が行われた。また、議事

録を組織内に配布することにより議論の経過及び結果を共有

し、適切な進捗管理及び組織内の連携を図った結果、決定事

項を円滑に実施することができた。 

(主な決定・実施事項等)  

・ 地域医療機関からの新規医師紹介要請に一元的に対応

するため、平成 25 年度に地域医療機関医師適正配置検

討委員会を設置した。 

・ 県民の要望等に応え、形成外科学講座、リウマチ・膠

原病科学講座の新設を平成 26 年度に決定し、平成 27

年度に開講した。 

・ 病院収入増と執務環境改善を図るため、医療技術職員

19 名の増員を平成 26 年度に決定し、平成 27 年度に採

用した。 

・ 教養及び基礎部門の研究活性化を図るため、平成 26

年度に特別研究員 5名を採用した。 

・ 本学の存在意義を学内外にアピールし、関係者が本学

の将来展望を考える契機とするため、平成 27 年度に大

学創立 70 周年事業を実施した。 

・ 学長が適切なリーダーシップ発揮を発揮できるよう、

平成 27 年度に部局長等の選考規程の改正を行った。 

7 対 1 看護体制の維持、東棟手術室の全面稼動、新設科設

置に伴う外来業務への対応等のため、より働きやすい交替勤
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務制度の構築、採用試験の時期･回数の見直し、修学奨学金の

拡大を図り、平成27年度に看護師110名(前年度は90名程度)

を採用した。 

〈総務課〉 

イ 内部監査機能の充実

や法令遵守の徹底によ

り、不正やハラスメント

のない大学運営を維持す

るとともに、教職員が一

丸となって法令遵守推進

体制の強化を図る。 

 

 事務局各課室を対象とする定期監査及び臨時監査の実施並

びに無通告検査を実施した。 

 

【無通告検査】 

 

 

 

 危機対策室、監事及び監査法人が不正防止や法令遵守に関

する情報を交換する会議を開催した。 

 平成２５年２月に学内でセクシュアルハラスメントの事実

が発覚した。今後再発することのないよう、職員からの相談

を危機対策室で集約した。 

〈危機対策室〉 

 

公的研究費の不正防止に向けて、科学研究費執行に関する

説明会、コンプライアンス研修及び取引事業者説明会を毎年

度継続的に実施するとともに、平成 27 年度に国のガイドライ

ンに基づき、公的研究費不正防止基本方針、公的研究費不正

防止計画及び研究不正防止計画を策定し、理事長をトップと

する責任体制の下で公的研究費の管理・運営に関わる全ての

者を対象とする誓約書の徵取、研究費の運営・管理状況を確

認するモニタリング、研究者７９８名を対象とする研究倫理

教育を実施するほか、各所属等に研究データ管理者及び若手

研究者に対する支援助言を行うメンターを配置するなど不正

防止対策の一層の強化を図った。 

 23 24 25 26 27 

科学研究費 

執行説明会 

197 名 

(7 回) 

185 名 

(7 回） 

213 名 

(7 回) 

238 名 

(7 回) 

263 名 

（7回） 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 

研修 

600 名 

 

758 名 

 

698 名 

 

699 名 

 

839 名 

 

23 24 25 26 27 

１ 6 2 1 13 
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取引事業者 

説明会 

14 社 

(2 回) 

14 社 

(2 回) 

15 社 

(2 回) 

30 社 

(2 回) 

38 社 

(2 回) 

※上段は参加者数又は参加企業数、下段( )内は実施回数 

〈研究推進課〉 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

２ 人材育成・人事の適正化等に関する目標を達成

するための措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－３）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

人材育成制度の充実及

び人事制度の効果的運

用・改善により、職員の

能力・モチベーションの

向上を図る。 

また、「仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バ

ランス）」を図るなど、職

場環境の充実を図るとと

もに、教職員が満足感を

実感できる職場作りに努

める。 

ア 全職種の職員につい

て評価制度を確立し、職

員の意欲の向上、教育・

研究・医療の質の向上を

図る。 

 

教員及び事務職員に加え、平成 24 年度からは医療技術職

員、看護職員について、平成 25 年度からは事務専門職員に加

え、それ以外の準職員及び臨時職員について、評価制度を導

入し、全職員の評価制度を確立した。 

教員については、評価点 3「水準に達している」に該当す

る例を列挙した教員評価基準表を新たに定め、評価における

公平性及び透明性を確保するとともに、評価をより実効性の

あるものにするため、基準表等の定期的な見直しを実施した。 

27 年度評価（28 年度実施）からは、地域への医師派遣の状

況を新たな評価基準で評価すること及び年度途中に昇任・配

置換えした教員も評価の対象とすることを決定し、より一層

教員の意欲向上につなげるように努めた。 

 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 

･･･P38 

 

イ 育児代替教員制度等

を活用し、女性教員の積

極的な登用に努める。 

育児代替教員制度については、平成 18 年度から運用を開始

し、通知文書や学内向けホームページで周知を行っている。 

また、教員以外についても、女性職員にとって働きやすい

環境やキャリアを継続できる体制を整備するため、いくつか

の勤務パターンから選択できる短時間正規職員制度（看護

師・助産師）の導入や学内助教の短時間勤務制度（学内助教
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B）の新設を行い、女性職員の積極的な採用を行っている。併

せて男性職員に育児参加計画書の提出を求めるなど、男性職

員にも育児参加を促し、女性が働きやすい職場づくりに努め

ている。 

託児施設については、利用者の意見から利用資格者の拡大

や育児休業中の利用制限の撤廃、料金改定等、託児施設の運

営改善に取り組み、保育士不足に対しても利用希望調査を通

じて必要な保育士数を把握する等対策を講じた結果、利用者

の増加につながった。 

 

入所児童数（4月 1日時点） 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

45 名 44 名 40 名 38 名 39 名 58 名 

 ※Ｈ27 年度中に利用資格に追加されたコメディカル 3名が入所 

 

ウ 教職員の能力の開発

及び専門性等の向上を図

るともに、組織及び教職

員個々の活性化のため、

他機関との人事交流を積

極的に行う。 

 

教員については、県内公的医療機関を中心に医師の配置を

行い、地域の病院やへき地診療所での症例を経験させること

により専門性の向上を図っている。 

また、事務職員については、文部科学省、厚生労働省、和

歌山県へ派遣し、行政実務の経験及び国や地方の職員との交

流を通じて、職員の能力開発を行っている。 

看護職員については、和歌山県高等看護学院及び和歌山県

看護協会への派遣や本学の保健看護学部・助産学専攻科への

教員としての異動などにより人事交流を行い、病院以外の業

務に従事させることで、職員の資質向上に努めている。 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅲ･･･４ 

 

該当ページ 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成す

るための措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－１）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 
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法人における主体的な

大学改革の推進や教育・

研究・医療など大学機能

の一層の充実を図るた

め、法人経営と教学双方

に精通した高度で専門性

を有する事務局組織の構

築を目指すとともに、効

果的かつ効率的な法人経

営に努める。 

 効果的かつ効率的な大

学運営を行うため、事務

処理の迅速化及び簡素化

を目指した業務の見直し

を行う。 

また、大学運営に関する

専門性の向上を図るた

め、専門知識の習得や研

修体制を確立していく。 

事務職員研修体系について、研修メニューの充実や階層研

修等の新設及び県の特別研修の修了を主査昇任の要件とする

など、各種見直しを行い、職員の能力向上のための研修体制

を確立した。また、日本能率協会が主催する大学ＳＤ（スタ

ッフ・ディベロップメント）研修へ職員を参加させることに

より、職員の専門知識の習得及び専門性の向上を図った。 

 また、平成２６年度から職員の資質や専門性の向上を図る

ため、資格取得助成制度を創設した。 

 

 

 

〈総務課〉 

 

法人を経営するうえで関連する予算・決算・病院経営を法

人経営室で所管するよう組織改正を行った。また、法人経営

に関する勉強会を開催し、法人幹部等の経営意識の醸成を図

り、組織の質の向上に努めた。 

〈経営企画課〉 

 対象資格数 助成者数 

Ｈ２６ １０ ４ 

Ｈ２７ １８ １ 
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評価Ⅲ･･･５ 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

１ 自己収入の増加に関する目標を達成するための

措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－３）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

医業収入の確保、診療

報酬の適正化を図ること

により、健全な病院運営

を推進する。 

ア 健全な病院運営を推

進するため、地域ニーズ

に対応した外来診療の実

施及び病床の効果的な運

経営に関する各種会議を随時開催するなど病院運営について

随時情報共有、検討及び議論を行うとともに、定期的に理事会

で報告をすることで課題に対して適切な対応をとることができ

た。 

その結果、前期最終年度（23 年度）と比べ、 

 

Ⅲ 

 

 

評価Ⅲ･･･14 

 

該当ページ 
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また、寄付制度の拡充、

国等の科学研究費補助金

及び民間機関等との共同

研究・受託研究等外部資

金の獲得に積極的に取り

組み、多様な収入の確保

に努める。 

用を図り、医業収入を確

保するよう努める。 

 

・入院診療稼働額で、1,773 百万の増（11％増） 

・入院診療単価で、8,258 円の増（12％増） 

・外来診療稼働額で、1,855 百万の増（33％増） 

・外来診療単価で、3,933 円の増（23％増） 

となり、医事収入の増加につながった。 

 

 23 24 25 26 27 

入院診療稼働額(百万

円) 
16,116 17,004 16,926 17,207 17,889 

入院診療単価(円) 68,274 72,096 72,899 74,229 76,532 

外来診療稼働額(百万

円) 
5,688 6,070 6,415 6,361 7,543 

外来診療単価(円) 16,767 17,277 17,612 17,601 20,700 

〈経営企画課〉 

 

病床数の増減ルールの見直しを行い、病床利用実績を基に、実 

態に即した効率的な病床の振り分けを行った。 

その結果、前期最終年度（23 年度）と比べ、 

・新入院患者数で、1,623 入の増（11%増） 

・平均在院日数で、1.6 日の減（10%減） 

となり、医事収入の増加につながった。 

 

 23 24 25 26 27 

新入院患者数（人） 15,013 15,786 16,091 16,517 16,636 

平均在院日数（日） 15.7 15.0 14.5 14.1 14.1 

〈経理課〉 

 

平成 24 年から内科系の予約外診療枠を設け、予約のない患者

の診察を始め、平成 24 年 6月から緩和ケアを含めた 9つの看護

専門外来を実施した。平成 26 年 4月からは禁煙外来と心臓リハ

ビリテーションの専門外来を開始し、平成 27 年 3月からがんリ

ハビリテーションの専門外来を開始した。平成 27 年４月から心

臓リハビリテーション専門外来は常勤の循環器内科医師がいな

くなったため実施できなくなったが、他の専門外来は引き続き

実施した。平成 27 年 10 月からは腎症指導を開始した。 
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また、各階病棟看護師長の連携のもと、看護部長によるベッ

ドコントロールにより病床を運用した結果、前期最終年度（平

成 23 年度）を上回る病床利用率を実現することができた。 

 

病床利用率                      (％) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

70.3 74.1 75.6 72.2 71.3 

 

これらの結果、前期最終年度（平成 23 年度）と比べ、 

・入院診療稼働額で、１８７百万円の増（21％増） 

・入院診療単価で、7,918 円の増（19％増） 

・外来診療稼働額で、２３８百万円の増（57％増） 

・外来診療単価で、3,174 円の増（47％増） 

となり、医業収入の増加につながった。 

 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

入院診療稼働

額(百万円) 

886 863 1,000 1,024 1,073 

入院診療単価

(円) 

41,015 37,984 43,143 46,270 48,933 

外来診療稼働

額(百万円) 

416 460 466 532 654 

外来診療単価

(円) 

6,774 7,260 7,560 8,104 9,948 

〈紀北分院〉 

 

 

イ 診療報酬請求内容の

精度を高め、診療報酬の

一層の適正化を推進す

る。 

 

診療報酬請求内容の精度の向上につなげるため、診療報酬算

定状況調査を実施し、改善事項について保険請求担当者会議、

看護師長会等で周知するとともに、職員に対しても周知、指導

を行った。平成 25 年度から入院係を業務委託から直接雇用に変

更したことにより、診療報酬請求内容の精度の低下が見られた

ため、診療報酬請求担当医等に対して保険診療講習会において

当院の査定事例について説明、注意喚起を行うとともに、入院

医事事務担当職員に対して査定減対策のための勉強会を実施し

注意事項等の周知に努めた。 
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  査定率の状況    

年度 23 24 25 26 27 

外来 △０．４６ △０．４５ △０．６９ △０．８１ △０．７８ 

入院 △０．６４ △０．４７ △０．７３ △０．８７ △０．８４ 

合計 △０．６０ △０．４７ △０．７２ △０．８６ △０．８３ 

 

平成 26年 1月から回収困難な診療報酬未収金の回収業務を弁

護士法人に委託し、未収金の回収及び貸倒損失処理を進め、未

収金を縮減することができた。 

 

年度末未収金推移       （千円） 

年度 23 24 25 26 27 

未収金 177,964 183,754 191,873 130,505 107,786 

（クレジットカード支払、自賠責保険請求、定時請求を除く。） 

〈医事課〉 

 

診療報酬の改正に伴い、診療報酬制度に関する職員研修を実

施するとともに、毎月 1 回、医事業務の委託先業者と施設基準

等について協議を行った。平成 24 年と平成 25 年には診療報酬

算定状況調査を実施し、その結果を分析し医事業務関係職員の

業務能力向上に繋げた。平成 26 年には診療報酬改定後の精度調

査を委託先業者以外の業者により実施し、適正な診療報酬の請

求につなげた。平成 27 年 4月からは医事班職員を 1名増員し、

施設基準の届出に関する職員を 2 名として、診療報酬請求漏れ

防止対策の体制を強化した。 

また、平成 27 年 10 月にレセプトチェックシステムを導入し、

レセプト点検作業の負担軽減及び査定減の対策強化を図った。 

 〈紀北分院〉 
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ウ 科学研究費補助金等

に関する情報収集及び提

供を行うとともに、企業

との共同研究及び受託研

究を推進・支援し、外部

資金の獲得を図る。 

 

本学研究者の科学研究費獲得支援のため、「How To Get 科研

費」セミナーを毎年 9 月に開催するとともに、同セミナーに参

加できなかった研究者を対象にセミナーの記録ＤＶＤを貸し出

した。また、平成 27 年度から新たな取り組みとして、希望者を

対象に科学研究費の応募申請に関する研究活動活性化委員会委

員による個別面談を実施した。 

 科学研究費以外の公募型研究資金について、随時、文書通知

やポスター掲示、学内ホームページへの掲載などを通じて情報

提供を行った。 

 

科学研究費補助金採択の推移 

年  度 23 年度 24 年度 25 年度 

採択件数(件) 165 174 180 

交付額(千円) 270,280 313,780 348,670 

 

年   度 26 年度 27 年度 28 年度 

採択件数(件) 191 203 194 

交付額(千円) 334,659 334,710 295,540 

 

企業との共同研究、受託研究については、以下のとおり推進・

支援を図った。 

・研究者情報データベースを構築 

・医療分野への進出を検討している大手企業を訪問し、本学の

特徴や研究シーズ等についてのプレゼンテーションを実施す

るなど、さまざまな機会を通じて県内外企業に対して共同研

究・受託研究等に関する働きかけを実施 

 

共同研究、受託研究の契約件数の推移(件) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

共同研究 15 22 26 37 36 

受託研究 43 45 59 28 29 
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 第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

自己評定 
 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－２）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 
 

【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

医療材料、医薬品等診

療経費の抑制をさらに図

ることにより、健全な病

院運営を推進する。 

また、管理的経費の見

直しを行い、効率的・効

果的な運用を図るととも

に経費の抑制に努めるこ

とにより、経営の向上を

図る。 

ア 財務状況の分析や適

正な業務実績の評価に基

づく効果的な経費配分を

行い、学内の資源を有効

に活用及び運用すること

により、教育、研究、臨

床の質の向上を図りつ

つ、管理経費、診療経費

等を抑制する。 

 

管理経費、診療経費について、委託業務内容の精査、契約内

容の見直し等を行い、下記のとおり管理的業務に係る委託費

を削減した。また、法人の経営に関する勉強会を開催するな

ど、経営状況等に関して意識啓発を行った。 

 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

〈経営企画課〉 

 

各所属長が構成員の経営管理会議を毎月開催し、経営状況

とその分析についての情報共有を図るとともに、平成 25 年と

平成 26 年には院内成果発表会を実施し、各所属の代表が医療

技術の向上や経営改善への取組を発表した。 

また、経営改善に向けた取組の一環として地域包括ケア病

床を平成 27 年 10 月に開設した。 

〈紀北分院〉 

 

近畿公立大学病院担当者会議において、より効率的な物品調

達ができるよう調達情報等の共有について、検討を行ってい

る。 

〈経理課〉 

 

 23 24 25 26 27 

削減額 16  66 17 16 11 
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イ 医療材料、医薬品等

の購入状況や支出状況を

分析し、経費の削減を図

る。 

医療用材料及び医薬品の新規採用に当たっては、医療用材

料検討委員会及び薬事委員会においてベンチマークを活用し

価格面からも審査するとともに、別途、価格交渉も行った。 

その結果、医薬材料費の診療稼働額に対する割合を８公立

大学附属病院中で低い数値に、後発医薬品の導入に取り組み

平成27年度には後発医薬品数量シェアを58.75％にするなど

経費を削減することができた。 

 

公立大学附属病院医薬材料比率      （単位：％） 

                   H23 H24 H25 H26 H27 

 

札幌医大 

④ 

34.86 

② 

34.10 

③ 

35.62 

② 

36.53 

① 

36.74 

 

福島医大 

⑦ 

38.49 

⑦ 

37.50 

⑧ 

38.27 

⑦ 

39.46 

⑦ 

40.86 

 

横浜市大 

⑥ 

36.78 

⑥ 

36.37 

⑤ 

36.55 

⑤ 

37.30 

③ 

38.27 

 

横浜市大ｾﾝﾀｰ 

① 

34.31 

④ 

35.10 

④ 

36.47 

④ 

37.21 

④ 

38.36 

 

名古屋市大 

⑤ 

36.33 

⑤ 

36.13 

⑥ 

37.28 

⑥ 

38.21 

⑤ 

38.45 

 

京都医大 

③ 

34.72 

③ 

34.93 

② 

35.57 

③ 

36.98 

⑥ 

38.71 

 

大阪市大 

⑧ 

38.65 

⑦ 

37.50 

⑦ 

37.77 

⑧ 

40.70 

⑧ 

41.88 

 

奈良医大 

⑨ 

43.60 

⑨ 

43.00 

⑨ 

43.82 

⑨ 

45.09 

⑨ 

46.14 

 

和歌山医大 

② 

34.65 

① 

33.27 

① 

34.16 

① 

34.40 

② 

37.57 

※平成 27 年度は、C 型肝炎薬院内処方分を除くと 36.25％  

になる。 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成

するための措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－１）（Ⅳ－０）】 
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中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

資産状況を把握し、効

率的かつ効果的な資産

運用を図ることにより、

法人経営の向上を図る。 

資金の状況を常に把

握し、安全性に配慮しな

がら、効果的な資金運用

を行う。 

年度当初及び四半期毎に作成した収支計画に基づき資金状

況を随時把握し、定期預金による余剰資金の預け替えや引合

の実施など、余剰資金の積極的な運用を行った。 

（単位：千円） 

 23 24 25 26 27 

収益額 2,112 7,394 12,359 11,810 12,635 
 

 

Ⅲ   
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第５ 自己点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－１）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

自己点検・評価や第三

者評価等を行うことによ

り、大学の教育研究活動

の客観性及び透明性を高

め、その結果を大学運営

の改善と活性化に反映さ

せるとともに、これを公

表し、社会への説明責任

を果たす。 

自己点検・評価の結果

を公表し、第三者評価等

の結果を各部門にフィー

ドバックして継続的に各

業務の改善を図る。 

大学基準協会による大学認証評価については、20 年度受審

時に示された助言について、改善のための取組を行い、報告

した。また、27 年度は、当学が作成した「自己点検・評価報

告書」に基づいて行われた実地調査を受審し、適合している

と認定を受けた。 

年度計画に係る実績報告及び評価結果については、ホーム

ページでの公表や理事会等の学内会議において報告するとと

もに、各所管部署へフィードバックし、対応策の検討を行い、

迅速に対応するとともに、次年度の年度計画策定の際、盛り

込んでいくこととした。          〈経営企画課〉 

 

病院機能評価認定更新対策委員会、各ワーキング等を開催

し、継続的に各業務の改善に取り組んだ結果、24 年 10 月に
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病院機能評価（本審査）を受け、Ver6.0 の認定を得ることが

できた。（有効期間：25 年 1月 28 日～30 年 1月 27 日） 

 病気機能評価の結果は、5 段階評価の評点平均が前回を上

回り、附属病院本院の更なる質的向上が認められたものであ

った。また、その結果については公表を行った。 

 病院機能評価の評点平均：3.94（前回：3.57） 

病院機能評価の認定を得た後は、評価の結果を関係各部門

にフィードバックして、各項目の現状把握と改善の必要性を

確認し、次回受審に向けての取組を継続的に行った。 

〈経理課〉 

 

１月に受検した医学教育分野別評価実地調査は、36領域中、

基本的水準・質的向上のための水準ともに 23 項目が適合、13

項目が部分的適合の報告を受けた。これを受けて本学ホーム

ページで、自己点検評価書、外部評価報告書を公開した。 

改善が望まれる点と評価された事項は、改善策の検討を行

い、次回の医学教育分野別評価までに改善計画を提出予定。 

〈学生課〉 

 

紀北分院においては、病院機能評価認定対策委員会を開催

し、院内統一マニュアルの作成及び見直しを行い、院内に周

知を徹底させるとともに、「幹部ワーキング」、「病棟ワーキン

グ」を立ち上げ、関係部局へのヒアリングを実施した。これ

らを経て、24 年 9月に病院機能評価を受け、24 年 12 月に認

定を得ることができた。（有効期間：24 年 12 月 7日～29 年

12 月 6 日）病院機能評価の結果については公表した。 

病院機能評価の評点平均：3.53 

また、医療の質について、外来・入院患者を対象として 26 

年 2 月に患者満足度調査を実施した。        

〈紀北分院〉 

 

第５ 自己点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するため

の措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－１）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 
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中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

開かれた大学として県

民への説明責任を果たす

ため、法人の業務の状況

等について、積極的な情

報発信を推進する。 

教育の内容、研究の成

果、診療の実績等につい

て、ホームページへの掲

載や報道機関への発表等

を通じて積極的に情報を

提供する。 

24 年度から定例的な記者発表の開催を決定し、「開かれた

大学」の推進に取り組み、「ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨの手引き」の作成など情

報発信に当たっての基礎作りを行った。また、病院広報誌「ま

んだらげ」、紀北分院広報誌「あじさい」のほか、大学ﾎｰﾑﾍﾟ

ｰｼﾞ、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ等情報発信手段を活用しながら研究や診療の成

果を積極的に情報発信してきたが、28 年度から広報室を設置

し、関係各課が個別に有していた情報発信手段を一元的に管

理し、より効果的に情報発信ができる体制とした。 

※ 記者発表等実績 

 24 25 26 27 

記者発表 ７ ６ ６ ７ 

広報誌発行 

まんだらげ 

あじさい 

 

年 4 回 

年 4回 

 

年 4回 

年 4回 

 

年 4回 

年 4回 

 

年 4回 

年 4回 

※ その他の情報発信 

 H24 先端医療機器導入内覧会（2回。ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ、ﾄﾓｾﾗﾋﾟｰ）、

ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨの手引きの作成 

 H25 附属病院東棟内覧会、動画サイトの利用 

 H26 ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの活用開始、紀北分院 60 周年記念誌発行 

H27 創立 70 周年記念事業の実施 

〈総務課〉 

 

紀北分院では、平成 26 年 9月に創立 60 周年記念誌を発行

し記念式典を開催することで、これまでの取組と今後のあり

方について情報を発信した。         〈紀北分院〉 
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第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

１ 施設及び設備の整備・活用等に関する目標を達

成するための措置 

自己評定 
【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－１）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 
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中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

施設及び設備の点検・

評価等を行い、有効活用

を図るとともに、長期的

な視点で、教育・研究・

医療の各活動における施

策を踏まえて必要性を検

討し、計画的な整備を行

うことにより、良好な環

境を形成する。 

財務状況を踏まえなが

ら、教育・研究・医療環

境の施設及び設備の整備

を計画的に進める。 

長期修繕計画に基づき計画的に整備を進めている。また、

必要に応じて環境改善、環境整備を行っている。 

 

24 地域医療支援総合センター着工 

25 地域医療支援総合センター完成、電話交換機更新工

事、防火シャッター改修工事、執務環境等改修工事

（空調設備改修）等 

26 病院（中央棟）他シート防水改修工事、学部棟自動

火災報知設備更新工事、中央棟特別室内装改修他工

事、病理診断室空調設備工事、津波対策工事（防水

扉設置、高圧幹線設備改修）等 

27 附属病院自動火災報知設備更新工事、ＲＩ棟他シー

ト防水改修工事、中央棟 12階東個室内装改修他工事、

リハビリテーション科改修設備工事、等 

〈施設管理課〉 

 

建築設備については、管理計画策定に必要な建築設備台帳

を作成した。医療機器の更新計画については、法定耐用年数

に、一律部品確保期間を設定して更新計画を策定した。 

診療体制の充実を図るため、民間賃貸住宅の借上げによる

受入環境の整備を進め、臨床研修医の受入促進に努めた。 

病棟環境の改善、安全で質の高い医療の提供を行うため、

平成 25 年から３箇年計画により入院患者等用ベッドの更新

を完了させた。 

〈紀北分院〉 

 

学内 LAN について、紀三井寺キャンパスに臨床講堂など３カ

所、三葛キャンパスに学生ホールなど３カ所の無線アクセス

ポイントを設置し、平成 28 年１月から運用を開始した。 

〈経理課〉 
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実習の内容充実及び時間効率の向上を図るために、基礎看護

実習室など 8カ所の教室のモニター及びプレーヤーの交換、

カメラの設置等の設備を整備した。 

〈保健看護学部事務室〉 

 

総合受付待合のベンチ 48 脚及び 2F 外来の待合ソファー110

脚を更新し、待ち時間における患者の身体的負担を軽減する

ことができた。                〈医事課〉 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

自己評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－１）（Ⅳ－０）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

患者、学生、教職員及

び周辺地域の住民等の安

全・衛生の確保のため、

平常時のみならず、天災、

人災等不測の事態への対

応等多岐にわたる危機管

理体制を確立する。 

不測の事態に迅速かつ

適切な対応ができるよう

危機管理意識の向上と体

制の整備を図る。 

危機対策規程の制定、危機対策委員会の設置などを行い、

危機事象発生時の意思決定機関を明確にし、危機事象への対

応体制を整備した。 

また、学生の安否確認訓練を行い、学生の危機意識向上を

図った。 

加えて、災害派遣医療チーム（DMAT）の増員により、災害

時の即応体制を強化した。さらに、災害用備蓄倉庫の整理や

医療機器の更新及び管理体制の構築を、臨床工学センターの

協力によって実施することができた。 

〈危機対策室〉 

 

不測の事態を未然に防止するため、監視カメラの設置等、

保安・防犯体制の強化を進めている。 

26 管理棟と病院棟小児センターに電気錠式ドア設置 

図書館に監視カメラ設置 
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27 監視カメラを、管理棟に６台新設、病院棟１階に９台

増設 

〈施設管理課〉 

全職員を対象とした院内訓練や講習会を実施するととも

に、院外で実施される広域的な防災訓練に参加し、消防・防

災に関する職員の意識向上や防災体制の整備に努めた。 

 平成 27 年 11 月には、第 16 回和歌山救急・災害医療研究会

を開催した。                〈紀北分院〉 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

３ 基本的人権の尊重に関する目標を達成するため

の措置 

自己評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－０）（Ⅱ－０）（Ⅲ－１）（Ⅳ－１）】 

委員会評定 【Ｓ－Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ】   【中期計画の実施状況：（Ⅰ－ ）（Ⅱ－ ）（Ⅲ－ ）（Ⅳ－ ）】 

 

中期目標 中期計画 中期計画の達成状況及び達成見込み 特記事項 

自

己 

評

価 

委

員

評

価 

委員会 

評価 
備考 

基本的人権を尊重した

教育研究及び職場環境を

構築するとともに、教育

研究や医療現場におい

て、常に人権の尊重を念

頭においた取り組みを行

う。 

さらに、法人は、人権

に関わりの深い業務を担

っていることから、教職

員に対する研修を行うと

ともに、県民に対しても

必要な情報の発信に努め

る。 

ア 教育、研究、医療の

場において、人権を尊重

し、人格を重んじる教職

員を育成する。 

全職員を対象とした全学人権同和研修について、職員のニ

ーズを中心に幅広くテーマを選定し、継続して実施すること

により、「人権を尊重し、人格を重んじる教職員を育成する」

との目標に対して、一定の成果をあげることができた。 

また 27 年度は、所属長を通じて未受講者への受講呼びかけ

を強化した結果、受講率を 99.5％までのばすことができた。 

【受講率の推移（％）】 

 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

受講率 90.9 92.6 79.6 98.2 99.5 
 

 未受講者への呼びかけを強

化した結果、受講率が改善し

た。 

Ⅳ 

 

 

評価Ⅳ･･･１ 

評価Ⅲ･･･３ 

 

該当ページ 

･･･P49 

 

イ 各種ハラスメントに

対する予防等体制を確立

するとともに、意識を高

め、快適な教育研究環境

及び職場環境をつくる。 

25年２月に学内でセクシュアルハラスメントの事実が発覚

した。25 年４月より、ハラスメント等の相談は危機対策室で

受け付け、速やかに関係課と連携を図り対応する体制を構築

した。また、学内ホームページの職員相談コーナーに、本学

のハラスメント防止規程を掲載し、教職員に対する注意喚起

を行った。 
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第７ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

別紙のとおり 



増減額 比率(％) 増減額 比率(％) 増減額 比率(％)
29,797 30,684 887 102.98 31,800 1,116 103.64 33,721 1,921 106.04
29,694 30,675 981 103.30 31,770 1,095 103.57 33,711 1,941 106.11
27,288 28,308 1,020 103.74 29,150 842 102.97 31,388 2,238 107.68

教育研究経費 1,084 1,182 98 109.04 1,199 17 101.44 1,143 -56 95.33
診療経費 12,068 12,709 641 105.31 12,983 274 102.16 14,638 1,655 112.75
受託研究費等 371 399 28 107.55 470 71 117.79 517 47 110.00
役員人件費(a) 72 123 51 170.83 70 -53 56.91 73 3 104.29
教員人件費(b) 5,518 5,558 40 100.72 5,823 265 104.77 5,988 165 102.83
職員人件費(c) 8,174 8,337 163 101.99 8,604 267 103.20 9,029 425 104.94

322 340 18 105.59 358 18 105.29 392 34 109.50
39 28 -11 71.79 19 -9 67.86 13 -6 68.42
1 1 0 100.00 1 0 100.00 1 0 100.00

2,045 1,998 -47 97.70 2,243 245 112.26 1,917 -326 85.47
103 9 -94 8.74 30 21 333.33 10 -20 33.33

31,971 32,284 313 100.98 32,760 476 101.47 34,918 2,158 106.59
31,960 32,266 306 100.96 32,707 441 101.37 34,826 2,119 106.48
4,011 4,132 121 103.02 4,126 -6 99.85 4,247 121 102.93
572 601 29 105.07 597 -4 99.33 609 12 102.01
106 98 -8 92.45 98 0 100.00 102 4 104.08
12 12 0 100.00 11 -1 91.67 12 1 109.09

24,696 24,939 243 100.98 25,296 357 101.43 27,337 2,041 108.07
451 480 29 106.43 597 117 124.38 609 12 102.01
503 477 -26 94.83 488 11 102.31 451 -37 92.42
596 667 71 111.91 609 -58 91.30 594 -15 97.54
656 515 -141 78.51 553 38 107.38 569 16 102.89
7 13 6 185.71 12 -1 92.31 13 1 108.33

349 333 -16 95.42 321 -12 96.40 282 -39 87.85
11 18 7 163.64 53 35 294.44 92 39 173.58

2,173 1,600 -573 73.63 960 -640 60.00 1,198 238 124.79
5 196 191 3920.00 32 -164 16.33 2 -30 6.25

2,178 1,796 -382 82.46 992 -804 55.23 1,201 209 121.07

107.63% 105.19% -2.44% 97.73 102.95% -2.24% 97.87 103.31% 0.36% 100.35
43.07% 43.45% 0.38% 100.88 44.32% 0.88% 102.02 43.33% -0.99% 97.76

収支決算
（単位：百万円）

平成24年度
決算額

平成25年度 平成26年度 平成27年度

決算額 前年度との比較 決算額

収益の部

前年度との比較 決算額 前年度との比較

費用の部
経常費用（Ａ）

業務費

一般管理経費
財務費用
雑損
減価償却費

臨時損失

雑益

経常収益（Ｂ）
運営費交付金収益
授業料収益
入学金収益
検定料収益
附属病院収益
受託研究等収益
寄付金収益
補助金等収益
資産見返負債戻入
財務収益

臨時利益

経常収支比率（Ｂ/Ａ）
人件費比率（(a+b+c)/Ｂ）

純利益
目的積立金取崩益
総利益


